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平成２３年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                            平成２３年９月５日（月曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会派代表質問 

    １５番 人見菊一議員 

      １．総合計画後期基本計画の策定について 

      ２．放射線が畜産業に与える影響について 

      ３．行財政改革プランの見通しについて 

    １７番 植木弘行議員 

      １．本市の災害時の体制について 
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      ３．本市の空き地・空き家対策について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（君島一郎君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 人 見 菊 一 君 

○議長（君島一郎君） 柔仁会代表、15番、人見菊

一君。 

○１５番（人見菊一君） おはようございます。 

  柔仁会を代表いたしまして、会派代表質問を行

います。 

  私、１年半ぐらい前に扁桃腺炎を患って、ちょ

っと声が出ないので、聞きづらい点も多々あろう

かと思いますけれども、お許し願いたいと思いま

す。 

  去る３月11日発生の東日本大震災及び東京電力

福島第一原子力発電所の事故により亡くなられた

方々へ、心からご冥福をお祈りしますとともに、

被災された多くの人たちの一日も早い復興を期待

するところであります。 

  福島原発事故により、東北地方を初め、本県地

域まで放射性物質の拡散があり、農畜産物への甚

大な被害が出ておる現状であります。 

  また、商工観光行政の風評被害による経済の悪

化など、事故以来、死活問題まで発展しているの

が現実の姿であります。大変心が痛むところであ

ります。 

  そのような中、政府においては、菅総理から野

田新総理へとバトンタッチされました。野田新首

相には、国民中心の政治運営を強く望むところで

あります。 

  それでは、通告順に従いまして順次質問をして

まいりますので、誠意ある答弁をお願いいたしま

す。 

  １番、総合計画後期基本計画の策定についてで

あります。本市のまちづくりの指針である総合計

画後期基本計画の策定に向けた作業が進められて

いると思うが、以下の点についてお伺いをいたし

ます。 

  １番、前期基本計画の主要事業の評価及び達成

状況をお伺いいたします。 

  ２番、後期基本計画の方針を伺う。また、重点

的な施策は何か、どのように取り組むのかについ

てもお伺いをいたします。 

  ３番、東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故後の放射性物質の農畜産業への影響

や除染対策など、市民の安心・安全への意識が高

まっているが、後期計画の事業としての位置づけ

についてお伺いをいたします。 

  ４番、今後も市民の生産・生活再建など長期的

な対策が求められると思うが、これらの状況を踏

まえ、改めて新庁舎建設について市長の見解をお

伺いいたします。 
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  ５番、今後の策定スケジュールについてお伺い

いたします。また、協働のまちづくりの観点から、

市民・議会の意見提言について、どのように反映

をしていくのかについてお尋ねをいたします。 

  以上、第１回目の質問といたします。よろしく

お願いします。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  15番、柔仁会、人見菊一議員の会派代表質問に

お答えをいたします。 

  総合計画後期基本計画の策定についてお答えを

いたします。 

  まず、①の前期基本計画の主要事業の評価及び

達成状況についてお答えをいたします。 

  前期基本計画の主要事業116事業につきまして

は、昨年度、成果指標、事業費ベース等により、

計画期間５年間のうちの３カ年間が終了した時点

での評価及び前期基本計画終了時の５カ年間の達

成見込みについての評価を実施いたしました。 

  ３年間分の評価におきましては「達成した」、

「おおむね達成した」事業につきましては48事業

で全事業の41.4％、５カ年の達成見込みにつきま

しては、92事業で79.3％の評価結果となりました。

このうち、完成した主な事業といたしましては、

那須塩原クリーンセンター建設事業、黒磯板室イ

ンターチェンジ整備関連事業、西那須野地区まち

づくり交付金事業、Ｉｓ値0.3未満の学校耐震改

修事業等であります。 

  次に、②の後期基本計画の方針について、また

重点的な施策は何か、どのように取り組むかにつ

いてお答えをいたします。 

  後期基本計画の方針につきましては、前期基本

計画の評価を踏まえ、市の将来像「人と自然がふ

れあう やすらぎのまち 那須塩原」の実現に向

け、「市民との協働」、「効率的・効果的な行財

政運営」、「安全・安心」、「個性が輝く」まち

づくり、これら４つの基本理念に基づき、後期計

画においても事業を進めてまいります。 

  重点的な施策につきましては、市民が安全に安

心して暮らせるよう「防災機能の強化」や「放射

能対策」、「福祉・保健・医療の充実」に努める

とともに、良好で快適な生活環境の形成のため、

環境負荷の低減や再生可能エネルギー対策に積極

的に取り組んでまいります。 

  また、経済は、依然として先行き不透明な状況

にあり、雇用環境の悪化も懸念されますが、地域

産業の活力の維持・向上のために、農観商工連携

事業等の展開により、地域産業の活性化を目指し

ていきます。さらには、現在策定中の協働のまち

づくりの指針に基づき、市民参画による事業を実

施してまいります。 

  続きまして、③の東日本大震災及び東電福島原

発事故後の放射性物質の農畜産業への影響や除染

対策など、後期計画の事業としての位置づけにつ

いてお答えをいたします。 

  先月の24日に、放射能に関する実態把握、放射

能対策の立案、事業調整等を行うため、私を本部

長とする放射能対策本部を設置いたしました。こ

の本部にプロジェクトチームを置き、全課にわた

りあらゆる分野における長期的な放射能対策につ

いて方向性の検討を行い、安全・安心を担保でき

る具体的な事業の展開を図っていきたいと考えて

おります。 

  次に、④の災害後の長期的な対策が求められる

中での新庁舎の建設についてお答えをいたします。 

  新庁舎建設につきましては、平成23年３月議会

でもお答えしたとおり、総合計画後期基本計画に

盛り込み、スケジュールや規模、財源等を検討し
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ていくこととしておりました。 

  しかし、３月11日の東日本大震災や東電福島原

発事故により、放射能汚染が市民生活及び産業等

に多大な影響を及ぼしており、税収の落ち込みが

懸念されるとともに、長期間にわたる除染対策等

の対応が必要になるものと思われます。 

  このような状況においては、市民の安全・安心

に係る施策を最優先すべきであり、各種事業につ

きましては緊急度、財政負担の影響を慎重に判断

することが必要であります。新庁舎建設事業は合

併時の約束事であり、なおかつ那須塩原駅周辺に

建設するという考えに変更はございませんが、建

設の時期につきましては、延期せざるを得ないも

のかと考えておるところであります。 

  最後に、⑤の今後の後期計画の策定スケジュー

ル、協働のまちづくりの観点からの市民・議会の

意見提言についての反映についてをお答えいたし

ます。 

  昨年実施をいたしました市民アンケートの結果

を参考にしながら、公募による市民及び各種団体

から推薦をいただいた市民を構成員とする総合計

画審議会をこれまで４回開催をいたしております。 

  今後も審議会を重ねるとともに、11月から12月

にかけて地域説明会や各種団体との意見交換、パ

ブリックコメントの実施、さらには議員の方々か

らの提言・提案をいただくことを予定しておりま

す。 

  これらのご意見やご提言は、審議会に諮り、計

画に反映し、来年２月の審議会での答申を経て、

計画策定とする予定であります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 大変ご丁寧な答弁をいた

だきまして、誠にありがとうございます。 

  それでは、再質問に入ります。 

  本件につきましては、相互の関係もございます

ので、一括をして質問してまいりたいと思います。

また、１番目の主要事業評価あるいは実績、これ

等については十分理解をいたしました。 

  ２番から５番までについて再質問をいたします。 

  まず、庁舎建設について。 

  市長はこれまで、合併時の約束事であり、後期

基本計画の中で位置づけて整備をすると、３月議

会の中でも一般質問に答弁をしておりました。し

かし、３月11日の東日本大震災や東京電力福島第

一原子力発電所事故による本市の産業への被害状

況や長期化が予想される除染対策、市民の生産・

生活再建を優先させると、そうした中で建設時期

を延期という答弁がございました。 

  この時宜を得た判断であると、私は非常に関心

を持ったと同時に、今後もそうした形の中で進め

ていただきたいな、そんなことを感じたところで

ございます。また、市民あるいは議会も理解でき

るものと、これらについては高く評価したいと思

います。 

  そうした中で、庁舎建設については、これから

も庁内の調査研究を続けるものと思いますが、建

設基金10億円、この使途を含めて、土地の先行取

得の考えはあるのか、この点についてお尋ねをい

たします。 

  また、基本計画策定に向けて懇談会が開かれて

いると思いますが、庁舎建設についてどのような

意見が出ているのかについて、この点についても

お尋ねいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） ２点ほどあったかと思

います。 

  まず、第１点目でございます。 

  建設予定地の先行取得という、そういう方法も
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あろうかと思いますが、通常ですと、土地につい

ては現在も使用されているというような土地でご

ざいます。それを先行取得するということであれ

ば、土地の遊休地を招かねない結果になろうかと

思います。当然、先ほど市長が延期ということで

答弁したかと思うんですが、その延期がいつまで

になるかというのは、ちょっと今のところ見通し

がつかないという状況の中では、いつまでに先行

取得するという状況にはございません。 

  よって、建設にあわせて、建設時期直前といい

ますか、その程度の形での取得等を行っていきた

いというふうに現在のところは考えております。 

  それと、懇談会等での意見でございます。やは

り委員から、こういった３月11日の震災及びその

後の原発事故等によって、かなり影響が出ている、

市民生活も不安なんだというような意見が多数寄

せられておりまして、そのあたりについても、や

はり建設するという約束はそのとおりであるんだ

けれども、時期的に延期してはどうか等々の意見

は懇談会でも出ていたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） ただいまの企画部長の答

弁で理解をしたいと思います。 

  庁舎建設にあわせて用地を取得していくという

ふうな理解でいいんですか。そのようなことでご

ざいますので、この点については理解をいたした

いと思います。 

  また、懇談会でもいろいろな話が出ている。今

回の東日本大震災に絡んで、建設時期等について

の意見が出ているということについても理解をし

たいと思います。 

  そうした中で、８月25日、下野新聞、８月24日、

参議院本会議の中で、合併特例債延長法が成立し

たという報道がなされております。こうした延長

になったということで、建設に向けての本市の特

例債の活用に対する考え、これらはどのように考

えているのか、この点についてお尋ねします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 合併特例債の発行期限

が５カ年延長されたということに伴いましての活

用法といいますか、庁舎建設に関係する部分でご

ざいますけれども、今回の法律改正といいますの

は、東日本大震災で被災した自治体の合併特例債

の発行期限を５年間延長する特例法が８月24日に

成立したことを受けまして、本市におきましても

５年延長されたということで、平成31年度まで発

行可能ということになりました。 

  本市の合併特例債発行可能額につきましては既

にご案内のとおりでございますが、383億4,800万

円でございまして、平成23年度当初予算までの発

行見込み額につきましては209億6,900万円という

ことで、54.7％となっております。 

  以前お示ししました中長期財政見通しの起債計

画の中で、合併特例債につきましては平成23年度

から平成26年度まで、毎年20億円を予定している

ところですが、今回の法改正に伴い、27年度から

31年度まで、延長部分の５年間で113億7,900万円

の発行が可能ということになりました。 

  こういう状況になりましたけれども、合併特例

債の発行につきましては31年までということにな

りましたけれども、庁舎建設につきましては、後

期計画では建設を延期せざるを得ないということ

になりまして、さらに29年度からの第２次の総合

計画の中で判断していくものと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 合併特例債関係等につい

ては、今後の検討課題だというふうに理解をした
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いと思います。 

  さらに、先ほど申し上げました合併特例債と合

わせた中での財源の裏づけの確保ということが本

年３月公表されたわけでございますけれども、中

長期財政の見直しとの整合性をどう図っていくの

か、この点について。 

  さらには今回の東日本大震災、さらには東京電

力福島第一原子力発電所事故による災害対応のた

めの予算措置がとられ、長期的な対応も予想され

ますが、中長期財政の見直し、市債計画や普通建

設事業への影響、フレームの見直しなどがあるの

かどうなのかについてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） ２点ほどご質問いただ

きました。 

  まず、第１点目の中長期財政への見通しとの整

合性についてでございますが、中長期財政への見

通しにおきましては、健全財政の維持を基本姿勢

ということで、市民生活を支えるインフラの維持、

整備についても配慮した中間型シナリオによる財

政フレームを上限として選択したところでござい

ます。 

  後期基本計画に位置づけられる重点施策を実現

するための各種事業につきましては、将来像実現

のための、より効果的で効率的な事業を精査し、

選択と集中を徹底しながら位置づけております。 

  その前提としまして、中長期財政の見通しを基

本とした後期基本計画期間中を対象とした財政計

画を策定し、整合性を図っているというところで

ございます。 

  ２点目の震災や原発事故により中長期財政見通

しのフレームに見直しはあるのかという質問でご

ざいますが、これにつきましては、東日本大震災

及び東電福島原発事故の対応につきましては、先

ほど市長が答弁しましたように、長期的な対策・

対応が必要ということで、ある程度の財源は確保

することになり、単年度ごとには市債や普通建設

事業に影響があるものと思っております。 

  しかし、東日本大震災の対策など、計画策定時

に想定していない事業も考えられますことから、

市債発行額については複数年での総量管理を行う

ものとしておりますので、現時点におきましてフ

レームの見直しについては考えていないところで

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 中長期財政への見通し、

これらについては健全財政を維持していくという

ことの総務部長の答弁で理解をいたしたいと思い

ます。 

  さらに、市債計画あるいは普通建設事業への影

響、その中でのフレームの見直しと、これらにつ

いては、今の段階では考えていないという答弁で

ございました。このことについては、やはり市民

を中心とした財政運営というものをぜひとも全う

していただきたい。 

  常に市長は市民の目線を中心に事業を推進する

というような考えでございますので、このことは

ぜひ守って、健全財政の中での市政運営をお願い

したいと思います。このことにつきましては、最

後に要望として申し上げたいと思います。 

  総合計画は、市の将来像の実現を目指し、市民

一人一人が日々愛着を持って生活し、かつ活力を

支え、新たな那須塩原市の想像へと結びつけてい

かなければならない重要な計画であると考えてお

ります。 

  ぜひとも長期展望に立った目線、かつ喫緊の課

題などへの対応も考慮しながら、市の将来像の実

現に向けた計画策定ができるよう強く要望して、
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この項目については終わりたいと思います。 

  次に、２番の放射線が畜産業に与える影響につ

いてであります。 

  福島原発の事故に伴う放射線の拡散により、本

市にも多大な影響を及ぼしているが、対策を含め

た現状をお伺いいたします。 

  １番、稲わらの汚染が問題になっているが、本

市の稲わらの状況及び他県からの購入状況など、

どの程度把握しているのかお、尋ねをいたします。 

  また、稲わらの処分はどのようになっているの

かも、あわせてお尋ねをいたします。 

  ２番、新聞報道によると、これは８月14日の下

野新聞でございますけれども、大田原市の放射線

量の高い肉用牛が182頭出荷されたとのことだが、

本市の肉用牛の現状をお伺いいたします。また、

市では肉用牛をどのように把握しているのか、こ

れらについてもお伺いをいたします。 

  ３番、肉用牛が出荷停止になっているが、その

対策を伺う。また、出荷に向けて今後どのように

進められるのかについてお尋ねをいたします。 

  ４番、畜産農家の経営が大変厳しい状況にある

が、県の支援策、市の支援策をお伺いいたします。 

  ５番、牧草等の放射線汚染の問題が出ているが、

市の現状をお伺いいたします。また、牧草等の処

分の現状もあわせてお伺いをいたします。 

  ６番、汚泥等の放射線量が問題になっているが、

畜産業のふん尿等の処理における放射線量をどの

ように把握しているのかお伺いをいたします。ま

た、保管から処分に至るまでの対策を伺います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ２番の放射線が畜産業に与

える影響について、６点の質問事項がございます

ので、順次お答えをいたします。 

  ①の稲わらの汚染が問題となっているが、本市

の稲わらの状況及び他県からの購入状況をどの程

度把握しているのか。また、稲わらの処分はどの

ようになっているのかについてお答えをいたしま

す。 

  牛肉から放射性物質が検出された問題は、汚染

された稲わらの給与にあるものとされております。 

  県においては、市及び関係機関の協力のもと、

市内の畜産農家510戸に対する稲わらの利用及び

保管状況の確認と簡易計測器での放射線量の測定

を実施いたしました。 

  その結果、本市においては、ほとんどの農家で

適正に利用されておりましたが、13戸の農家で汚

染稲わらの利用と保管が疑われたため、この農家

には今後も稲わらの適切な管理に対する指導が継

続されます。 

  なお、他県からの稲わらの購入については確認

されませんでした。 

  また、現在までに国からは最終的な稲わらの処

分方法についての明確な指示がありませんので、

13の農家に対して、生活や作業する場所からでき

るだけ隔離をし、ブルーシートで覆うなどにより、

他の飼料との混合や飛散のないように管理の徹底

を図るとともに、えさとしての給与だけではなく、

敷料としても利用できないとの国の方針に基づき

まして、適切な管理について指導いたしておりま

す。 

  ②の新聞報道によると、大田原市の放射線量の

高い肉用牛が182頭出荷されたとのことだが、本

市の肉用牛の現状、また市では肉用牛をどのよう

に把握しているのかについてお答えをいたします。 

  本市においては、１戸の和牛生産農家が７月10

日に東京都中央卸売市場食肉市場に出荷した３頭

の牛の枝肉から、牛肉における放射線量の暫定許

容値を上回ったことが確認されました。 
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  直ちにこの農家に対しては、出荷自粛の措置が

とられ、同時に原因究明のための調査を実施いた

しました。 

  なお、この牛以外に出荷された牛肉からは、放

射性物質は検出されておりません。 

  また、市内肉用牛の把握につきましては、今回

協力した全戸調査の結果を県から入手して把握し、

農家の飼養頭数などの経営環境につきましては、

農協等関係機関からの情報により把握をいたして

おります。 

  ③肉用牛が出荷停止になっているが、その対策、

また出荷に向けて今後どのように進められるのか

についてお答えをいたします。 

  栃木県の出荷制限につきましては、８月25日に

解除となりました。今後は、解除に向けて策定し

た品質管理計画の内容に沿って、稲わらを含めた

適切な飼養管理の徹底や、全頭検査の実施による

出荷計画を進めていくことになります。 

  ④、次に、畜産農家の経営が大変厳しい状況に

あるが、県の支援対策、市の支援対策についてお

答えをいたします。 

  県においては、農家への融資制度「がんばろう

"とちぎの農業"緊急支援資金」の拡充として、貸

付限度額を500万円から1,000万円に引き上げ、返

済期間も３年から５年に延長しました。 

  また、県では、この制度に加えて、出荷適齢期

を迎えた牛を出荷できない肥育農家に対し、１カ

月分の飼料代相当額として、１頭当たり１万

8,000円を支援することになっております。 

  同様に、国では、喫緊の資金繰りのために１頭

当たり５万円を支給いたします。 

  市といたしましても、「がんばろう"とちぎの

農業"緊急支援資金」への利子補給を実施し、県

等と合わせると農家の負担する金利は実質ゼロと

なります。 

  また、広く安全・安心をアピールするためにも、

畜産フェアや各種イベント等のさまざまな機会を

とらえ、情報を発信していくことで支援をしてい

きたいと考えております。 

  さらに、出荷制限により、発生した損害につき

ましては、牧草等の廃棄処分に係る経費と同様に、

関係機関・団体と協力して、継続的な賠償を求め

てまいります。 

  なお、本市を含む那須地域は畜産の一大産地で

あるため、大田原市と那須町と歩調を合わせ、消

費者に安全で安心な牛肉を提供し、あわせて生産

現場の不安を解消するために、全頭検査体制の確

立と、畜産農家に対する補償及び風評被害への対

策等を含めた早急な対応措置を講じられるよう、

８月１日に県及び県議会に対し、３市町での要望

活動を行ったところであります。 

  ⑤、次に、牧草等の放射線汚染の問題が出てい

るが、市の現状、また牧草等の処分の状況につい

てお答えをいたします。 

  継続した再生牧草の追加調査を行った結果、３

回連続して暫定許容値を下回ったため、６月29日

以降の牧草の給与が可能となっております。 

  また、給与できずに保管されていた牧草等につ

きましては、６月８日に国からの処分方法が示さ

れたため、市内畜産農家に対し、県・農協・酪農

協と連携をし、保管牧草の処分方法の情報提供を

行いました。 

  具体的には、そのまま圃場にすき込む、圃場内

で腐熟化した上ですき込む、通常の一般廃棄物と

して埋却をすることとなっております。 

  しかしながら、国からの指示は、夏作飼料作物

の栽培時期と重なったために、多くの畜産農家で

はまだ処分ができない状況にありますが、夏作飼

料作物の収穫後から本格的な処分を開始するもの

と考えております。 



－53－ 

  ⑥、次に、汚泥等の放射線量が問題となってい

るが、畜産業のふん尿等の処理における放射線量

をどのように把握しているのか、また保管から処

分に至る対策についてお答えをいたします。 

  ８月９日に、国が肥料中の放射性セシウム測定

のための検査計画及び検査方法を示したことによ

り、県では、市及び関係機関の協力のもと、畜産

農家に対する検査を９月末まで実施することとし

ております。 

  具体的には、酪農家及び肥育農家につきまして

は、市内９カ所でサンプリング検査し、また和牛

繁殖農家にあっては、全農家を対象とした個別検

査を実施し、いずれも暫定許容値の400㏃以下で

あった場合は、出荷及び施用が可能となります。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 丁寧なるご答弁をいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

  それでは、再質問に入ります。 

  若干この畜産関係等についても相互の関係がご

ざいますので、一括して質問をしてまいりたいと

思います。 

  先ほど市長のほうから、稲わら関係の調査につ

いては510戸、那須塩原市内の畜産農家の実態調

査をしたと。その結果、13戸が放射線量の疑いが

あるという結果の報告を聞きました。 

  県においては、相当量の放射線量が含まれた稲

わらがあったと、270ｔですか。那須塩原市の中

では、510戸の中で13戸の疑いのある稲わら、こ

れら等については、詳細に何十ｔありましたとい

うことがわかれば一番いいんですが、その点は大

ざっぱに言ってどのくらいあったのか、この点に

ついてお伺いをいたします。 

  また、本市の肉用牛に対して、県などから入手

をして、市内の肉用牛の内容等についてどうだっ

たのかと、この点について１点お尋ねをいたした

いと思います。 

  さらにはまた、出荷制限解除、８月25日に解除

になったわけでございますけれども、これらの解

除になった中での検査体制、この点についてお伺

いをいたします。 

  さらには全頭検査、県内で３つの屠畜場があろ

うと思います。そういう中で、３屠畜場とも検査

をしているのかどうなのか。 

  また、県外に出荷した場合の検査体制の基準、

これら等についてはどうなっているのか、この点

についてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 畜産関係で、肉用

牛の関係で３点か４点ご質問いただきました。ま

ず、順次お答えを申し上げたいと思います。 

  本市以内で、汚染稲わらを保管あるいは給与し

ていた疑いのある農家ということで、先ほど市長

のほうから13戸というふうに答弁があったと思い

ますが、その量でございますけれども、8,000㏃

を超えているというものについては、13戸のうち

１戸については、現在は稲わらがないということ

でございまして、全部食べさせたということだと

思うんですが、12戸で約66ｔでございます。 

  それから、市内の肉用牛の出荷状況がどうだっ

たのかというお尋ねだと思いますけれども、これ

につきましても、先ほどの12戸のうち、特に食べ

させていたのではないかというふうな農家が８戸

あります。残りの５戸については、稲わらは保管

していますけれども、出荷する牛への給与がなか

ったというふうな判定だと思いますけれども、そ

の８戸が─一番最初に栃木県が出荷制限を受け

るきっかけとなってしまった農家１戸ございます

が、３頭出しておりまして、その農家については、
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３頭すべてから基準値を上回るセシウムが検出さ

れたということでございます。それは肥育農家で

ございます。 

  それ以外に繁殖農家が１戸と、それから酪農の

農家が２戸、それぞれ廃用牛等を出荷してござい

ますけれども、その３戸の農家、３頭という考え

方でいいと思うんですが─からは追跡調査の結

果、セシウムが基準値以下だったということでご

ざいます。 

  ということで、今までで市内の農家から出荷さ

れたものについては１戸の３頭のみということで

す。そのうちに出荷の制限になってしまったとい

うこともございます。そういう状況でございます。 

  それから、８月25日に出荷制限が解除になった

わけでございますが、これにつきましては栃木県

におきまして、先ほどの県内で57戸ですか、汚染

稲わらを持っていたり、給与した疑いがある農家

ということで、この稲わらについての保管、給与

制限ですね、そういうことの管理も含めまして全

戸検査、全頭検査をしますということで飼養管理

計画を検討してまとめまして、それで国のほうの

承認を得て、そのとおりにやれば大丈夫だという

ことで、わかりやすく言うと、一部解除という表

現でございますけれども、されたと。 

  一部解除につきましては、全部フリーというこ

とだけではなくて、検査をして基準値以内の場合

は、出荷流通ができますよということなものです

から、そこに検査のフィルターがかかるというこ

とで、一部解除というような表現をしてございま

す。 

  それで、検査の方法でございますけれども、ま

ず牛を先ほどの全部、全部といいますか57戸につ

きましては全頭検査をするということでございま

す。これについては、県内の大田原、宇都宮、足

利の屠畜場ですべて検査をするということでござ

います。 

  この検査については、まず簡易検査器は県内に

あるわけですけれども、それによりまして……、

簡易検査は別なほうです、すみません。というこ

とで、県内でできない分については当然外部委託

なんですが、基本的には県内で全部屠畜をして、

県が持っている検査機器、あるいはそれで間に合

わない場合には、外部の業者委託ということで全

頭するということでございます。これは稲わらの

先ほどの給与が疑われる農家ということでござい

ます。 

  それ以外の農家につきましては、まず第１段階

ですね、全戸検査、これについても県内の３つの

屠畜場で全部やるということです。全戸検査です

から、１戸の農家で何頭か飼っているわけですけ

れども、最初の１頭目を県内で屠畜をして検査を

します。 

  それで、その結果が50㏃以下の場合には、全戸

検査済みですよという証明書といいますか通知書

を発行します。それが発行された農家については、

２頭目以降は県内の屠畜場でも出荷ができるとい

う形になります。 

  県外についても、今のところ、東京都の芝浦、

それから茨城県の筑西、それと横浜、埼玉、それ

から同じ埼玉の和光ということで、５カ所に県の

ほうで栃木県の牛を引き受けてほしいということ

で、その５カ所ということになってございます。 

  それで、先ほどの全頭検査で１頭目が、基準値

は500なんですけれども、200㏃を上回ったと、簡

易検査で出た場合には、先ほどの50㏃以下じゃな

くて、今度はまた２頭目が50㏃になるまで精密調

査といいますか、第２段階の調査に行くと。最終

的に500㏃以下ならば当然出荷はできるんですが、

先ほどの全戸検査済みということで通知はもらえ

ないと。２頭目、３頭目とどんどんやっていって
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２頭目以降が50Bq以下になれば、それはまた県

外にも出せると。それになるまでは県内の屠畜

場で簡易検査を行うというふうな流れになりま

す。 

  以上のようなことでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 丁寧なご答弁、誠にあり

がとうございました。 

  稲わら関係等について、66頭の疑いがある稲わ

ら、これらの処分等については、どのような体制

でしていくのかについて１点お尋ねをいたします。 

  さらにはまた、出荷制限は解除されたという関

係でもって、既に25日以降出荷した農家が多分あ

ろうと思います。その結果はどうだったのか、こ

の点についてお尋ねをいたしたいと思います。 

  今までの３点については十分理解をしたいと思

います。この２点についてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 汚染稲わらの最終

的な処分の方法ということでお尋ねをいただきま

した。 

  これにつきましては、先ほど市長が答弁しまし

たとおり、飼養管理計画の中で県が責任を持って

見回りといいますか、管理をしたり指導したりし

ていくということは間違いないわけですけれども、

その具体的な方法です。これについてはできるだ

け人が近づけないように隔離をしなさいというこ

とで、今のところ県から来ている話では、先ほど

市長が言ったように、ブルーシート等で覆うとか、

着色をして、これは汚染されていますよというこ

とで目印をつけるということで、飛散しないよう

にという段階での今のところ通知といいますか、

指導をしているわけなんですが、25日の農業新聞

等によりますと、国・農林省としては、次のこと

しの稲わらの収穫がもう始まるということで、特

にそれの保管と、混同とか保管場所の確保という

こともあるんだと思いますけれども、汚染稲わら

についての当面の処分方法ということで、県のほ

うには通知をしているそうでございます。 

  それによりますと、先ほど言ったのをもうちょ

っと厳重に、遮水シートでぐるっと全部囲みまし

て、地下水のほうにも漏れない、それから空気中

にも放射性物質を飛散させないというふうなこと

で、さらにその周りを土のう等で固めて安定させ

なさいというふうな、そんなふうなことを国のほ

うでは決めているそうです。 

  その置き場所についても、実は先週県のほうか

らちょっと打診があったわけなんですが、農家の

所有地の中でそういう方法がとれない農家もある

だろうという場合に、国のほうでは公有地等の利

用といいますか、使用も検討するというふうな表

現をしているんだということで、そうなった場合

に、市のほうで適当な市有地があるのかどうかと

いうふうな問い合わせといいますか、打診もいた

だいているところです。 

  正式に検討して、国の通知を受けて、県が管理

をしますというふうなことで飼養管理計画になっ

ているものですから、県としての方針というのが

多分まだ決まらないということで、正式な通知と

して私どもにいただいているということではござ

いません。 

  それから、２点目、出荷一部解除になってから

の本市から出荷した牛についてどうなんだという

ことでお尋ねいただきましたが、今のところ、先

ほど言った全戸検査あるいは全頭検査について検

査の結果、アウトといいますか基準値を超えてい

るというふうな情報はいただいておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで
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10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 先ほどの産業部長の答弁、

十分理解をいたしました。 

  次に、品質管理計画の内容に沿って、飼養管理

の徹底あるいは出荷計画を進めるということでご

ざいますけれども、品質管理計画とこの内容等に

ついて、詳細にわかりましたらばお聞きしたいと

思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 私は飼養管理計画

なんていう言葉使ってしまいまして、正式には市

長が申し上げましたように品質管理計画というこ

とです。 

  これにつきましては、今ちょっとお話し申し上

げてきた、まず検査体制をどうするのかというこ

とと、それから汚染の原因となった稲わらの管理

等を、それを所有している農家と、それから稲わ

らについての管理を徹底するということで、定期

的に巡回するんだとか、先ほど言いましたような

隔離を完璧にして、ほかのえさとまざらないよう

にするとか、そういう内容ですね。 

  それと、もう一つは、最初に言いましたように

検査体制、全戸検査と全頭検査の二本立てでやっ

ていくと。基準値を下回るものしか出荷しないと

いうふうなことが主な内容でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、十分わかりました。

この点については了解をしたいと思います。 

  次に、融資制度の充実、どの程度まで農家が利

用しているのか、この点についてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 制度ができたのが

４月末といいますか、４月だったわけですが、現

在まで、県内全部の状況はちょっとつかんでおり

ません。市内の状況につきましては、６月に耕種

農家１戸が利用しているということでございます。

畜産農家については今現在も、その後１戸以上ふ

えていないんですが、畜産農家については、国の

ほうといいますか、東電からの賠償請求との絡み

とか、そんなものもあったと。 

  それと限度額的に、今度改正になりましたけれ

ども、500万と償還が３年ということで、使い勝

手がどうだったのかなということは感じておりま

す。 

  そのようなことで、さきに市長のほうからも県

のほうに要望して、今回改正がされているという

経過でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 融資制度等について、市

内の生産者については１戸と。もっと申請者が多

いのかなというふうに感じたわけでございますけ

れども、これらの利用件数が少ないという状態は、

どこに原因があるのかわかりましたらば。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） はっきりした原因

というのは、私どももつかんではおらないといい

ますか、わからないわけですが、先ほど申し上げ

ましたように、畜産の場合に代替飼料の購入等に
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ついても、金額的には結構な金額になると、飼養

頭数も那須塩原は多いですので。 

  そうしますと、先ほど申し上げましたように、

限度額500万ということでは金額的にもどうなの

かなと。それは、最初からそういう気がしており

ましたので、先ほど言いましたように、市長のほ

うで国と県に要望したときに、そのことについて

ももっと拡充をということで申し上げていると。 

  それと、聞くところによりますと、別な制度資

金で、やはり災害関連というものもあるそうなん

ですね。そちらについての検討も、検討といいま

すか、そちらを利用しようというふうなことで考

えている農家もあったのかなというふうな気はし

てございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、わかりました。 

  今回の「がんばろう”とちぎの農業”緊急支援

策」ということで、500万から1,000万に額がふえ

たということでございますけれども、いろいろな

絡みの中で利用者が少なかった。これからも、そ

うした中で利用者も出てくるというふうに思いま

すので、この辺については十分内容等を検討して、

利用できるようにひとつ努力していただきたい、

このことをお願いしたいと思います。 

  次に、継続的に賠償を求めるということで、市

長答弁にございましたけれども、この賠償の現況、

先ほど産業部長が、牧草等の補償等の問題もあっ

てということもございましたけれども、この点に

ついてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 東電に損害賠償の

件でお尋ねをいただきました。 

  牧草といいますか畜産関係ですね、牧草につき

ましては６月分、７月分ということで請求がなさ

れております。牧草については、酪農協さんが市

町村をまたがってまとめて請求しているという関

係もございまして、那須塩原市だけというふうな

ことの数字はつかんでございません。 

  那須地域、大田原市、那須塩原市、那須町とい

うことで申し上げたいと思います。合計的には、

６月７月、２カ月分で９億1,500万ちょっととい

うことでございます。 

  このうち和牛の子牛価格の風評被害による被害

が1,000万程度入っていますので、牧草関係だけ

で申し上げますと、９億500万ちょっとというこ

とでございます。対象の面積が３市町合わせまし

て1,767haということです。それに関しての損害

金額ということでございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） はい、理解をいたします。 

  それぞれの那須地区の牧草に対する補償という

のが９億500万と、相当の金額だと。こうした中

で経営の悪化に伴った補償という、牧草に対する

補償であるけれども、経営に対する補償も考えら

れるのかなというふうに理解するところでござい

ます。この点については了解をしたいと思います。 

  その次に、先ほど市長のほうから答弁があって、

那須地域は一大畜産産地だと。そういう中で３市

町でもって要望活動を県のほうに行ったというこ

とでございますけれども、この県としての対応、

どういう対応を今現在なされているのか、この点

についてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほど市長からも

ご答弁申し上げましたとおり、特に肉用牛の関係

のときには、大田原市、那須町、それから那須塩

原市ということで歩調を合わせて―肉用牛じゃ

なくて米です、米の検査の前に歩調を合わせて県
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に要望活動したりしてございます。 

  それと生産者の団体が、先ほども申し上げまし

たように、単独の市町村ということではもちろん

ございませんので、それぞれの市町に組合員がい

てということでございます。県の農業振興事務所

を中心に３市町、さらには農業団体ということで

農家への指導等についても歩調を合わせて、この

チラシ等を作成する上でも、どの市町にも共通の

指導ができるようにということで、内容等もその

都度集まって検討したりしてございます。そうい

うことで、今後も歩調を合わせてやっていきたい

というふうに考えてございます。 

  県の対応でございますけれども、米の検査につ

きましては、要望の内容が、予備調査で規制値を

超えてしまった場合に、一市町村で、旧市町単位

に出荷制限になってしまうということについては

ちょっと範囲が広過ぎるということで、旧集落単

位とかそういう細かく、本検査の後、制限がかけ

られるようにしてもらえないかということ。 

  それから米の作付場所、特に高冷地については、

平地と出荷時期といいますか、収穫時期がおくれ

るということもありまして、市内全部の検査結果

が出るまで、わかりやすく言いますと、高地での

検査が済むまで、平場でも出荷待機していなくて

はならないという制度になっていますので、その

辺は柔軟に対応してほしいということで要望した

わけですけれども、それについては明確な回答は

いただいておりません。 

  そのうちに予備検査がスタートしてしまいまし

て、予備検査では、すべての旧市町単位ではオー

ケーということになっておりますので、クローズ

アップは、今のところはされていないという状況

でございます。 

○議長（君島一郎君） 産業観光部長への質問は、

米についてでなくて畜産業についての対応という

ことでの質問ですので、それに答弁をお願いした

いと思います。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 失礼しました。 

  畜産については、すべて要望した内容は、先ほ

ど市長から答弁ありました、給与できない牧草の

処分の方法、さらには制度資金の拡充ということ

でございまして、これについては時期はちょっと

ずれていますけれども、国・県とも要望どおり対

応していただいております。 

  失礼しました。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） わかりました。 

  次に、放射線量の高い牧草を圃場にすき込もう

と。先ほど市長の答弁の中にございました。安全

性の面から本当に大丈夫なのかという、我々畜産

農家の立場で考えると非常に心配なんですけれど

も、この点について再度確認をしておきたい。 

  さらには、一般廃棄物として出すということ、

これは悪くとってみるという形になると、クリー

ンセンターさんに持ち込んでもいいのかなという

感じもするんですが、この辺についてどう理解し

ていいのか、この点についてお尋ねをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 給与できなかった

牧草、１番草のお話かと思いますけれども、圃場

にすき込むことについてはオーケーということで

国から示されております。 

  これにつきましては、細かいデータ等はちょっ

と私も承知していないんですが、今までの過去の

原発の、原発といいますか、核実験とかチェルノ

ブイリの関係で、土壌中に少なからず放射線物質

がずっと含まれているということで、それらをも

とに国の研究機関でシミュレーションをしており

ます。 
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  その中では高濃度、先ほど言いました8,000と

か１万とか、牧草の場合にはそういうレベルでは

ございませんので、3,000ないし4,000程度という

ことで結果は出ていますので、それについては自

分の圃場にすき込んでも、もともとの土壌をそれ

以上汚染といいますか、濃くすることはないんだ

というふうな研究データがあるそうでございまし

て、それに基づいて、自分のところで生産したも

のを自分の圃場にすき込むことについては汚染の

拡大にならないので、オーケーですよというふう

に私のほうでは聞いております。 

  それから、クリーンセンターの関係でございま

すけれども、確かに一般廃棄物というふうなこと

で国では申しておりますけれども、その通知が来

たときに、その対応をどうしようということで、

当然環境サイドとも協議を申し上げました。 

  その中では、実際にそうしますと、搬入の方法

とか、それからピットの中に投入する方法とか、

具体的なものでいくと、あと量ももちろんありま

すが、ちょっと難しいだろうということで、その

焼却ということについては、那須塩原市としては

しないということで、環境サイドからはどういう

ふうに答えるかわかりませんけれども、当時その

ようなことになったと。埋却ということで考えて

ございます。埋却ということで一本化しようとい

うことで、指導した経過がございます。 

○議長（君島一郎君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいまの牧草の

焼却と、一般廃棄物ということでの焼却というこ

とでありますけれども、クリーンセンター所管と

いたしましては、先ほど市長と部長からもお話が

あったように、国からその処分方法が示されたと

いうことでございました。ということで、今具体

的なお話がありましたが、その方向でやっていた

だくということで、清掃センターについては基本

的に考えていないということであります。 

○議長（君島一郎君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 私が説明を、具体的にはと

いうことで先ほど申し上げました。圃場内のすき

込み、さらには圃場内での腐熟化したものをすき

込むという２つの方法、さらに、通常の一般廃棄

物として埋却、埋めるということなんですね。 

  実は飼料そのものは、捨てる場合には産業廃棄

物です。それが一般廃棄物として処理していいよ

と、埋めていいよということで、焼却するとかそ

ういうことではないという解釈をお願いしたいと

いうふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） この点については十分理

解をしました。埋却ということが基本であるとい

うふうに理解したいと思います。 

  次に、肥料中の放射線測定、９月に県が実施を

するという市長の答弁であります。実施計画、検

査方法、これ等についても伺いたいと思います。 

  それと、堆肥センターで堆肥を販売していると

思いますけれども、これらの検査体制あるいは販

売する段階での状況というものについてお尋ねを

いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 畜産農家の堆肥の

検査の方法ということでお尋ねをいただきました。 

  検査方法につきましては、大きく酪農と肥育牛

の経営のグループと、それと和牛の繁殖の方と、

それと先ほど言いました汚染稲わらを保有してい

る農家ということで、大きく３つのグループに分

けて検査をするということになってございます。 

  まず、汚染稲わら保有農家については、当然戸

別に全戸の堆肥を検査しまして、基準値の400㏃
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以下であればオーケーと、以上の場合には移動が

できないという形になります。 

  それと、和牛の繁殖につきましても、当初から

和牛の繁殖の親牛については、育成牛もそうです

が、牧草についても300㏃以上のものも食べさせ

ていいですよというふうな基準になっていました

ので、当然ふん尿のほうにそれらが移行する可能

性が高いということで、和牛の繁殖についても全

戸検査です。 

  これについては今後９月に入りましてから、市

のほうも協力しながら、全戸のサンプル採取と、

それから検査をしていくという形になります。ち

なみに市内でいいますと、177戸が和牛の繁殖の

対象でございます。 

  それから、残りの酪農と肥育につきましては、

那須塩原市でいきますと、旧黒磯市、旧西那須野

町、旧塩原町ということで、３地区それぞれ３点

のサンプルをとりまして検査をします。３カ所す

べてが基準値400㏃以下ということでしたら、出

荷も施用もできるということで、これはもう既に

第１回目が始まっておりまして、残念ながら、旧

塩原地域については施用出荷が可能ということで

すが、西那須野と黒磯については合計、３戸、３

戸、６戸の農家を抽出したんですが、一部農家で

400を少し超えて500ちょっとぐらいになってしま

ったということで、引き続き別な農家さんを調査

していくということで、それが牧草のときと同じ

く３週連続して、３回連続して全部規制値以下と

いうことであれば、それ以外の農家もオーケーと

いうことですが、先ほど言いましたように、１回

目で400を超えてしまった農家につきましては移

動等しないようにということで、先ほどの汚染稲

わらを保有している農家と同じような指導の対象

になっていくということでございます。 

  それから、堆肥センターにつきましてですが、

堆肥センターにつきましては暫定基準値、許容値

が示されたのを受けまして、できた製品の検査と

いうものを外部委託でやりまして、事故前にでき

ていた堆肥についてはセシウムの含有がゼロでは

ないけれども、36㏃ほど検出された。ただ、基準

値以下ですよということ。 

  それから、事故後に製造しているロットについ

て、これについても検査を申し上げまして、230

ということで検査結果が出ていると。いずれも

400Bqは下回っているということで、県のほうに

確認をしまして販売できるということでございま

す。 

  それから、ロットについては１回１ロット、３

カ月、４カ月ぐらいでどんどんできていきますの

で、それについてはその都度調査をしております。

最新では８月24日に検査をしまして、26日に結果

が出ておりまして、それについても139㏃という

ことで下回ってございます。 

  さらには、農家から搬入してくる堆肥等につい

ても、ラインに入れる前に参考までに、これにつ

いては全然規制値も何もないんですが、参考まで

に調査をしてございます。そうしますと100ちょ

っとぐらいのレベルということで、これは参考の

数値ということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 肥料中の放射線測定関係

等については理解をいたしたいと思います。 

  さらに、堆肥センター関係での測定も基準以内

ということでございますので、大いに製造に力を

入れて販売していただきたいということをお願い

しておきたいと思います。 

  以上、詳細にわたって答弁をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

  最後に要望を申し上げまして、この項目は終わ
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りたいと思います。 

  那須塩原市の基幹産業である畜産業を守るため

に、市の英知を結集した対応を今後ともお願いし

たい。ぜひとも、長期展望に立って支援施策の検

討、賠償の問題解消、融資制度等の充実などの対

策を十分検討していただくよう、強く要望を申し

上げます。 

  次に、最後の３番、行財政改革プランの見直し

についてお尋ねをいたします。 

  現行の行財政改革プランを見直し、新たなプラ

ンの作成に向けての取り組みが進められていると

思うが、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １番、行財政改革プランの見直しを行っている

と思うが、その内容をお伺いいたします。また、

策定スケジュール等についても伺います。 

  ２番、見直しに当たって、見えてきた課題は何

か、この点についてお尋ねをいたします。 

  ３番、新たなプランで重点的に取り組むべきこ

とは何か。 

  この３点についてお尋ねをいたしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） それでは、３の行財政改革

プランの見直しについてお答えをいたします。 

  ①の行財政改革プランの見直しの内容につきま

しては、現行の集中行財政改革プランが今年度を

もって計画期間満了となるために、これまで二本

立ての構成であった行財政改革大綱と集中行財政

改革プランを一本化いたしまして、行財政改革推

進計画として現在策定を進めておるところであり

ます。 

  策定スケジュールにつきましては、既に３回の

懇談会を実施しており、次回11月に予定の懇談会

において素案をまとめ、パブリックコメントの実

施、来年２月の懇談会及び行財政改革推進本部会

議を経て計画策定となる予定であります。 

  ②、③につきましては関連がありますので、一

括してお答えをいたします。 

  見直しに当たりまして、見えてきた課題につい

てでありますが、懇談会の論議の中で３つの課題

が上げられました。１つは、持続可能な行政経営

の実現、２つには、新たな時代への対応に向けた

行政サービスのあり方の見直し、３つ目には、市

民との協働による豊かな地域づくりの推進であり

ます。 

  これらの課題から導かれる重点的な取り組みと

いたしましては、合併に伴う公共施設の適正配置

や協働のまちづくりの実践、行政需要の変化に伴

う広域行政の見直し、市有財産の積極的な活用に

よる新たな財源の確保などが上げられます。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） ただいま市長の答弁で理

解をしたいと思いますが、２点についてお尋ねを

いたしたいと思います。この件についても一括し

てお尋ねをいたします。 

  計画策定に向けた課題、抽象的に先ほど３つ上

げられましたが、具体的にどのように実施してい

くのか、この点についてをお伺いいたします。 

  また、これらの課題について、懇談会を３回ほ

ど実施したということでございますけれども、ど

のような話し合いがなされていたのか、この点に

ついてお尋ねをいたします。 

  また、懇談会での意見・提言、これ等について

プランの見直しに当たって、どのように反映をさ

れていくのか、この点についてお尋ねをいたしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（室井忠雄君） まず、第１点の具体的

な課題に基づく具体的な改革ということでござい

ますが、これ等については、例えば公共施設の適

正配置においては、現在、小中学校の適正化等も

進められております。その跡地利用等についても

当然考えていかなければならない。 

  それと、清掃センター等の合併もしまして、１

カ所にと申したわけでございますが、そのものの

跡地について、まだ建物等が残っているという状

況にございますので、それらについての処理、活

用方法等も考えていかなければと。 

  あわせて文化会館、塩原にも現在建物としては

残っているわけでございまして、これらのものに

ついて今後検討していくと。あわせて体育施設、

旧３市町でそれぞれ持っていたわけでして、類似

施設等もあろうかと思います。それらについても

今後検討していくということになります。 

  それと、協働のまちづくり等でございますが、

これ等については、今、指針づくりをしておりま

して、特にこの震災対応も含めて、今後行政の変

化に伴う形の、どういった取り組みが市民ととも

にできるかという部分について検討中でございま

すので、それらの成果も含めて、今後、協働のま

ちづくり計画あるいはマニュアル等をつくりまし

て実行していくような形になろうかと思います。 

  それと、市有財産の積極的な活用によっての財

源の確保、正直言いまして、公共施設等が廃止さ

れますと、一定の用地等が残ります。それらの活

用あるいは売却等も含めて、今後その財産の活用

についても検討するということになろうかと思い

ます。 

  それと２点目でございます。 

  委員会での論議でございますが、今申し上げた

ような具体的な部分について、委員それぞれの立

場からご提言いただいております。後半の行財政

プラン、合併後10年間のうちの後半５年間になる

ものですから、ある意味ではそういった新市計画

の仕上げという部分での整備の仕方あるいは財源

等の確保等について、具体的に意見等がございま

して、それらについて今後、先ほど市長のほうの

答弁にありましたように、スケジュールに沿った

形で素案を具現化していくと、文書化していくと

いう作業の中で、それらについて明らかにしてい

きたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 15番、人見菊一君。 

○１５番（人見菊一君） 行財政改革プラン等につ

いては、今、企画部長の答弁で十分理解をいたし

ます。これ等については、今後見直しに当たって、

地域の実態あるいは市の運営状況、そうしたもの

を十分検討した中で、よりよい方法に進めていた

だくことをお願いを申し上げたいと思います。 

  以上で私の質問を終わりたいと思いますけれど

も、本市を取り巻く状況、少子高齢化の進行、さ

らには東日本大震災、東京電力福島第一原子力発

電所事故などの大きな変化が見られておるところ

でございます。これまでにない市民の安全・安心

への意識が高まり、行政へのニーズも変わってき

ていると思います。行財政改革プランの策定に当

たっては、これらを的確にとらえ、新たな時代に

向けて政策が展開できるよう、持続可能な行財政

経営の基盤強化に取り組んでいただけますようお

願いを申し上げまして、私の柔仁会の会派代表質

問を終わりたいと思います。 

  大変ありがとうございました。 

○議長（君島一郎君） 以上で柔仁会の会派代表質

問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◇ 植 木 弘 行 君 

○議長（君島一郎君） 次に、清流会代表、17番、

植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 清流会、議席番号17番、

植木弘行、会派代表質問通告書に基づいて、会派

代表質問を行いたいと思います。 

  早速、質問事項に入りたいと思います。 

  １、本市の災害時の体制について。 

  ９月補正予算で、備蓄品の購入が計上されてい

るが、今回の３.11大震災の検証を含めた改善点

を伺う。 

  ①災害時の体制強化の観点から、今回の大震災

をどのように検証されたか伺う。また、その結果

を踏まえた市としての考えを伺う。 

  ②今回の補正予算で計上されている備蓄品等の

内訳、その根拠を伺う。また、今後もふやしてい

くと思うが、考えについても伺う。 

  ③通信手段の拡充（自治会・消防との情報の共

有）の考えを伺う。 

  ④今回の大震災における自治会の活動状況を伺

う。また、市として協働のまちづくりの観点から、

どのようなことを行ったか、お伺いいたします。 

  第１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 17番、清流会、植木弘行議

員の会派代表質問にお答えをいたします。 

  １の本市の災害時の体制について、４点ご質問

がございますので、順次お答えをいたします。 

  ①今回の大震災をどのように検証し、その結果

を踏まえた市の考え方についてのご質問にお答え

をいたします。 

  東日本大震災による本市の被害は、全壊の住宅

が11棟、半壊の住宅は35棟に上っておりますが、

人的な被害が少なかったことが不幸中の幸いであ

ったと考えております。 

  大震災発生直後からの対応は、いち早く災害警

戒本部を設置し、災害対応に当たりましたが、広

範囲な地域での停電や携帯電話の通話制限の中、

避難所へ避難した市民の支援はもとより、駅から

の帰宅困難者の受け入れ、県外からの避難者受け

入れなど、想定以外の事態にも対処してきました。 

  このようなことから、市民がこうむる災害に対

応するのはもちろんのこと、市域、県域を超えた

災害対応も考慮に入れた、今後の地域防災計画の

見直し、危機管理組織の設置、防災施策の展開な

ど体制の強化を図っていきたいと考えております。 

  ②今回の補正予算に計上している備蓄等の内

訳・根拠並びに今後の考え方についてのご質問に

お答えをいたします。 

  今回の大震災は、３月とはいえ、まだまだ寒い

時期に発生したもので、このことを踏まえ、避難

所用の発電機、暖房器具、投光器等、食料・毛布

等の備蓄品の配備、衛星携帯電話を導入するため

の予算計上をいたしました。 

  避難所用の発電機や暖房器具等は、地域的な偏

りがないよう市の公民館15館に配備を予定してお

ります。 

  備蓄品につきましては、同時に750人の避難者

を受け入れる場合を想定し、３日間避難所で生活

できるような食料、毛布等の設備を行う予定です。 

  衛生携帯電話につきましては、本部と災害発生

現場間での通信手段を確保するため、本庁及び各

支所にそれぞれ２台を配備する予定です。 

  なお、備蓄品につきましては、今後の中でその

品目と数量等について検討を行い、より必要性の

高いものを充実させていきたいと考えております。 

  ③自治会・消防との情報の共有についてのご質

問にお答えをいたします。 
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  災害時においては、市民と行政が情報の共有を

していることが安全の確保と安心につながり、そ

のためにも通信手段の確保が重要であると考えて

おります。 

  今回の大震災発生直後から、消防団や多くの自

治会において自主的な地域の巡回が行われ、その

結果の一部は市に伝達されましたが、市から自治

会等への情報伝達についてはリアルタイムでの情

報発信ができず、課題を残しました。 

  今後は、市民への災害情報の伝達につきまして

は、那須塩原市メール配信サービス、いわゆるみ

るメールを最大限に活用していきたいと考えてお

ります。 

  すべての配信登録者に対し、瞬時に情報を伝達

できるという利点を生かすためにも、多くの市民

の皆さんに登録をしていただけるよう周知をして

まいります。 

  また、情報の収集につきましては、自主防災組

織など地域の皆さんからの被害情報などの報告を

いただけるような仕組みを構築していきたいと考

えており、今年度から新たに取り組む市独自の総

合防災訓練において、自主防災組織と連携した情

報収集・伝達の方法を訓練したいと考えておりま

す。 

  ④今回の大震災における自治会の活動状況と協

働のまちづくりの観点から、市がどのような対応

を行ったかというご質問にお答えをいたします。 

  自治会の活動といたしましては、地区内の見回

りはもとより、地域施設の状況確認、消防団との

情報確認を行い、さらには避難者受け入れを想定

した自治公民館を開いていたところもあったとの

報告を受けております。 

  市民との協働としては、大震災発生後、災害時

の協定を結んでいる建設業協会から、避難所で使

用する災害対応機材等の提供を受けており、市民

団体による避難所での炊き出しや、個人・団体・

法人からの支援物資の提供を受け、市として避難

所の運営を行いました。 

  また、県外から市内に避難してきた人たちにつ

きましては、車座談議組織及び自治会に協力をお

願いし、実態把握を行いました。その際には、市

民の方からも情報提供があったと聞いております。 

  このようなことから、市民と行政の協働は身近

なところで行えるものと考えており、さらに信頼

関係に基づく市民と行政の役割分担により、より

よい協働のまちづくりを推進することが可能であ

ると考えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎君） ここで、産業観光部長より

発言があります。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（生井龍夫君） 先ほどの人見菊一

議員の会派代表質問に対する私の答弁の中で、一

部誤りがございましたので、ここで訂正をさせて

いただきます。 

  牧草関係の東京電力に対する損害賠償請求の中
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で、那須地域全体で９億500万程度というふうに

お答えを申し上げましたけれども、この数字につ

きましては那須塩原市内の農家に関する金額でご

ざいます。那須地域全体じゃなくて那須塩原市の

金額ということで訂正をさせていただきたいと思

います。申しわけございませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） それでは、再質問を行い

たいと思います。 

  先ほど答弁いただいたわけでございますが、問

題が大体関連をしておりますので、①から④、関

連として一括質問といたしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  まず１点目、６月の定例会の会派代表質問等で、

危機管理部署の新設も視野に入れた組織の見直し

を検討、通信機器や備蓄倉庫などの充実について

検討すると答弁されております。 

  今回の補正予算で備蓄品の購入が計上され、備

蓄品の充実を図り、携帯電話などの通信機器の充

実にも努めていることだと思いますが、そこで今

回の答弁にある地域防災計画の見直し、危機管理

組織の設置、防災施策の展開などの体制の強化で

は６月議会から現在まで、どのような検討がなさ

れてきたのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の震災に関しまし

て、６月議会の答弁以降どのような見直しがされ

てきたのかということでございます。 

  まず初めに、体制の強化という部分につきまし

ては、６月議会でもお話ししましたように、新年

度からの対応ということで考えております。とい

いますのは、途中の人事異動というのは大変困難

な部分がございますので、管理部門につきまして

は、現在行政係のほうで防災等、議会関係、例規

関係を担当しておりますけれども、これにつきま

しては新年度から新たな部署、危機管理室になり

ますか、あるいは係になりますか、それはこれか

らの検討ですけれども、そういった部署を設けま

して、放射線の対応も含めました検討をしていく

ということで検討しているところでございます。 

  なおまた、備蓄品につきましては、先ほどの答

弁のとおり、今回やはり通信機器といいますか、

携帯電話が不通になった、つながりにくくなった

という状況の中では衛星携帯電話の導入、さらに

避難所において、停電によります明かりがとれな

くなったということに対しましては、投光器等、

暖房器具も含めまして補正予算の中で対応してい

くということで、そういった対応を９月議会で予

算の議決がいただければ公民館等に配備するとい

うことで、組織面においてと備蓄品においてとい

う部分でございますが、さらに地域防災計画の見

直しにつきましては、これから具体的に、これま

での見直しの中では、幹事課を中心としました職

員によりまして防災計画の見直し、22年において

やってきました。 

  そういったものを継続してやっていく考えでご

ざいますけれども、まだその部分の具体的な見直

し作業には入っておりません。いずれにしまして

も、早急にそれぞれの避難所等あるいは初期の対

応等も含めまして、マニュアルづくりも含めなが

ら早急に検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 今、新年度からというこ

とでご答弁をいただいたわけでございます。 
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  また、今までの体制とか内容については22年度

からやってはきているが、具体的にはまだそろっ

ていないと、こういうふうなおおむね答弁だった

かなと思いますが、災害はいつやって来るかわか

らない。市のほうでも、この対策関係の文書の中

には入っておるわけでございますが、前もって災

害発生時の初動体制を決めることが結果として被

害を少なくすると、こういう点から考えると、新

年度まで送るのはいかがなものかと、このような

感じが私はしております。 

  したがいまして、もう一度お伺いいたしますが、

そのような少しゆっくりした体制でいいのかどう

か、再度お答えください。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回３月の震災におき

ましても、初動体制におきましては、いち早く災

害計画本部を立ち上げまして、それぞれの部署が

パトロールといいますか、災害状況の把握を行い

まして、そういった中で現在、補正予算等も含め

まして対応しているということでございます。 

  そういった意味から初期の体制については、災

害時の体制については、現地域防災計画の中でも

対応できると思っています。ただ、見直しをする

作業の中では、今回も想定外といいますか想定し

なかった広域避難者に対する対応あるいは鉄道、

道路の運転停止による帰宅困難者に対する対応、

そういった部分については、今後この地域防災計

画の中に組み込むという中での検討はこれから早

急にやるということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 私が聞き取りが不十分で

あったのかどうかわかりませんが、地域防災計画

の中で早急に対応すると、このようにご答弁をい

ただきましたので、そのように早急な対応をとっ

ていただきながら、市民の安心・安全を十分守れ

るような那須塩原市の体制としていただきたいな

と思っております。 

  何でもいいことはどんどん進めればいいと思い

ますし、不都合なことは、やはり少しでも改善し

て、こういうことが行政にとっては課題なのかな

というふうにも思っております。 

  どうぞひとつそういう意味で、前向きに対応を

検討して、体制づくりを早急にしていっていただ

き、物事の不安が広がらないように努力していた

だければありがたいなと思っております。 

  それでは、さらに質問を進めます。 

  先ほどの答弁では、15公民館に避難用備品を整

備するということの答弁がありました。現在、公

民館体制は、大体職員２人の体制と臨時の方の体

制になっているかなというふうに思っております

が、現在の体制の中へ、この避難所用関係防災対

策に関する仕事の部分も入ってくるのか、あるい

は２人では大変なので、雇用の拡大の意味も含め

て増員するような考え方があるのかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回、15公民館に配備

します防災機器等につきましては、やはり公民館

が福祉避難所的な位置づけになっているという状

況もございますので、ある１カ所にそういったも

のを置いておいて災害時に運ぶというよりは、公

民館に備えておいたほうが即使用できるという面

から公民館に配備するというものでございます。 

  なお、防災体制の中、公民館業務の中にという

お話もありましたけれども、あくまでも地域防災

計画上のそれぞれの役割分担がございますので、

今回の備品の備えつけ、設置につきましては、あ
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くまでも公民館に置かせていただくということで

の考えでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） この点については理解を

いたします。 

  これは避難所関係でございますが、万が一公民

館が避難所になるということになりますと、３年

分ぐらいの備蓄品を置いておかないといけないと

いうふうな形になりますので、管理とかそういっ

たものに対する今後の対応策を検討していただき

たいなと、このように考えております。この点に

ついては理解をいたします。 

  続きまして、本庁、本部と支所、現地本部の関

係はわかりますが、教育委員会所管の公民館はど

のような立場でかかわることになるのか、お伺い

をしたいと思います。それは組織上、体制上の問

題なんですが、本部から教育委員会を通して公民

館に連絡あるいはいろいろな意味での対応がなさ

れていくのか、あるいは西那須野に例えば支所が

あります。支所からそれぞれの公民館に連絡体制

あるいは報告体制、かかわり方になるのかお伺い

いたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 公民館の関係でござい

ますけれども、公民館においては、先ほど言いま

した福祉避難所としての対応をしていただくとい

う部分でありますけれども、あくまでも地域防災

計画上、避難所の設営に関しては、保健福祉部が

中心となってやるということでございまして、保

健福祉部の担当のほうから、施設管理者といいま

すか、公民館長に避難所として使用したい旨の申

し出を行いまして避難所として使用するというこ

とでございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） お答えでは、避難所は福

祉部関係の対応になるということでということの

お答えでございますが、教育委員会あるいは支所

を通らないで福祉部から直接というふうなことで

再度聞きますが、よろしいんでしょうか。また、

別な考え方を持っているとかないんでしょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 現在の地域防災計画上

の中で、先ほど避難所の所管については、避難所

に関しては保健福祉部という部分がございまして、

教育委員会もそれぞれの計画上の中で位置づけら

れておりまして、当然、警戒本部なりが立ち上が

った場合には、教育部長もその席に入りましてい

ろいろ検討していくという部分でございますので、

そういった中で対応しているということでござい

ます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） そうすると、いろいろな

対応については、かかわり方については福祉部の

ほうから各公民館に対応するのとともに、教育委

員会所管からもあわせて対応される。これは、同

時並行で対応されるという考え方でよろしいんで

しょうか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 災害発生時におきまし

ては、当然地域の方が公民館を避難所として使う

ということになれば、そういった状況においては、

当然警戒本部なりの中でその対応を検討すること

になります。その中にも教育部長も入っておりま

すから、そういった対応をする中で、具体的には

保健福祉部から施設管理者にという形になります

けれども、それは同時並行的に進めることも可能
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だとは思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） その辺はよく決められて

おいたほうがいいと思います。いざ災害が発生し

たり問題が起きた場合について、はっきりした一

本の線で対応ができていないと、向こうの課が所

管がやるからいいだろうとか、あっちから言った

んじゃないかとか、そういうふうな部分が人間と

してはどうしても生まれる可能性がありますので、

きちんとした一本化した対応策を考えられて今後

対応してもらいたいと、このように思っておりま

す。 

  それでは、この点に関しましてはわかりました。

そのようにどうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、自治会と地元消防が協力して、被災があ

った後、警戒に当たったと思いますが、市はどの

辺までこのことに対して把握しているのか。また、

自治会の活動状況をどのように把握・分析されて

いるのか、あわせて伺いたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回、自治会の方から

市の聞き取り部分もございましたけれども、現在

把握している内容で申し上げますと、23の自治会

から情報提供を受けております。 

  内容につきましては、自治会の活動内容でござ

いますけれども、被害状況の確認、さらには自治

会の中で民生委員さんの協力を得て、ひとり暮ら

し高齢者の安否確認をしたという部分もございま

すし、公民館、これは地域の公民館だと思います

けれども、公民館を避難所として開設準備をした

というような自治会もございました。 

  また、消防団におきましては、担当エリアとい

いますか、そういった中で被害状況の確認をして

いただいたということでございます。今回は特に

自治会長さん、あるいは自主防災組織の長の方に

は、こういう被害があったというのが、ちょっと

初期の段階では情報発信ができなかったという部

分もございました。そういう中におきましても、

自治会の中では自主的に活動していただいたとい

うことでございます。 

  今後、地域防災計画を見直すに当たりまして、

こういった実際に活動された自治会の皆さん等の

意見もお伺いしながら、計画づくりに役立ててい

きたいというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 被災され、自分の家も家

族も不安の中、やはり１日、２日ぐらいの間に各

自治会長さん、地域の消防団の皆さん、それから

民生委員の皆さん、ご努力、ご尽力をいただいた

と思います。そういった意味では、今後情報の共

有を図るということを考えますと、適切な連絡体

制、報告体制、こういったものを早急に確立して

いただきたいなと。今後災害は起こらないほうが

いいわけですけれども、万が一の場合に同じよう

な意見が出ないように、ひとつよろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

  この部分については、以上です。 

  次に進みたいと思います。 

  また、答弁の中で連絡が不十分だった、今後の

体制として考える中で、みるメールですか、こう

いったものを考えていきたいとご答弁の中に含ま

れていたようでございますが、この問題について

は、先ほど伝達と報告とか、こういった意味合い

からしますと、みるメールは片方の部分だけ、伝

える、周知する、見ていただく、こういった部分

がみるメールの役割なのかなと思います。したが

いまして、逆に自治会あるいは自主防災組織など
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から報告を受ける、現状のつぶさな実情を市に吸

い上げてもらう、こういった意味合いからすると、

もう片方の部分が何か足りないのかな、もう片方

の部分を研究検討してもらいたいなと、このよう

に思いますが、何か対応として考えられることは

ございますか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 自治会長からの市への

情報提供を強化するという意味合いの中では、や

はり自主防災組織の結成を、市としてもこれまで

以上に進めていかなくてはならないと。現在の状

況ですと、214自治会の中で53自治会ということ

で、二十数％の結成状況でございますけれども、

こういったものをさらにパーセンテージを上げる

といいますか、それぞれの自治会で自主防災組織

が結成されるように、市としても強化していかな

くてはならないだろうと思いますし、そういった

自主防災組織から市への情報提供といいますか、

そういったことによりまして安全・安心につなが

るのかなと思います。 

  そういった中では、自主防災組織においても、

今回市独自の防災訓練なども計画しております。

そういった中で連絡体制をどのように図っていく

かというものも訓練の中で実施しながら、自治会

等からの情報の収集に努めていきたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 丁寧にご答弁いただいた

ようでございます。 

  ただ、この中に自治会の中には、今、部長のお

話がありましたように自主防災組織、これを市と

しては何としても立ち上げて、全市自主防災組織

がある体制に臨みたいと、こういうことは私も同

感でございます。ただ、今、発表がありました

214のうち53団体が結成されて、まだ未結成のと

ころがたくさんある。したがいまして、ここに対

するご努力を今後とも市のほうでお願いを申し上

げたいと思います。 

  また、自主防災組織だけでなく、自主防災組織

が立ち上がらないうちは、やはり自治会単位の活

動になると思いますので、その辺も立ち上がらな

いうちは体制的にどのように組み込むか、また民

生委員と消防団、これについても自治会から連絡

網をとるのか、あるいは直接本部から体制の中か

らとっていくのか、その辺もよりよい体制となり

ますように研究していただきたいなと、早急に対

応策がとれますようにと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  この項の最後の質問になりますが、今回の震災

を教訓に、市民と行政の役割を考え直すよい機会

ととらえ、話し合いの機会を特別に持つようなこ

とを考えているかどうか、その点について最後に

お伺いいたしたいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（三森忠一君） 今回の震災を踏まえま

して、先ほどから申し上げておりますように、地

域防災計画の見直しという中には、この計画見直

しに当たりましては、策定時からいろいろな関係

団体等からのご意見をいただきながら策定したと

いう経過がございます。 

  こういった中で、再度そういった方にご意見等

を伺いながら、またその計画策定時におきまして

は、自治会あるいは民生委員の皆さん等からもご

意見を伺いながら計画の見直しを進めていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 
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○１７番（植木弘行君） 市、自治会、市民、そし

て企業などが、それぞれの立場において災害時の

活動をされていたことが少なからず質問のやりと

りでわかりました。情報の共有と信頼に基づき、

さらなるよき体制づくりをしていってほしいと思

います。 

  以上、期待をいたしまして、この項を終わりに

いたします。 

  続きまして、２項目め、放射線対策について。 

  放射線対策として、小中学校、保育園・幼稚園

の表土の除去や今回の放射線マップの作成、測定

機器の貸し出しなど、市としての対応策に敬意を

表し、以下の点についてお伺いをいたします。 

  ①放射線対策として、市の基本的な考えをまず

伺います。 

  ②として、既に除去を行った表土の保管をどの

ように考えているのか伺います。 

  ③今後出てくると思われる公共用地の表土除去

などに対する市の考え方を伺います。 

  ④測定器の貸し出しは大変よいことだと思いま

すが、その後に市民から表土除去の要請等に対し

てどのように考えているのか、市の考えを伺いま

す。 

  以上、２項目めの質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ２の放射線対策についてお

答えをいたします。 

  ①の放射線対策として市の基本的な考え方につ

きましては、市民の生活や生産活動にかかわる重

大かつ長期にわたる課題であり、継続的な放射線

量の測定及び市民との情報の共有、健康被害対策、

市内の産業全般にわたる風評被害対策等、市民の

安全・安心を第一に考えた長期的な対策が必要と

考えております。 

  そのために、対策の調査と立案、事業の調整の

ために、８月24日に放能線対策本部を設置したと

ころでございます。 

  次に、②の既に除去した表土の保管についてお

答えをいたします。 

  既に小中学校や保育園等で除去した表土の保管

につきましては、除去した敷地内に埋め、保管す

る集中地下埋設方式で処理しています。しかし、

国のガイドラインによれば、今後は国が処分場を

確保するとのことであり、これらの保管はそれま

での仮置き場であると考えております。 

  次に、③の今後の表土除去につきましては、市

独自の基準を設定することも含めて、放射能対策

本部において検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  続きまして、④の市民からの除染等の要請に係

る対応についてでありますが、９月中旬から開始

する予定の放射線量測定器の貸し出しの際には、

除染の例及びその効果等を記したパンフレットを

添付したいと考えております。 

  しかしながら、除染等につきましては、市がす

べての作業を直接行うことは困難であることから、

今後、長期間にわたって、市と市民が一体となっ

た取り組みが必要と考えております。 

  したがって、私有地の表土除去等につきまして

は、所有者に対応をしていただくことを基本に考

えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ２項目めの放射線対策に

ついての再質問を行いたいと思います。 

  やはり何点かありますので、よろしくお願いを

申し上げます。また、相互に関連しておりますの

で、一括して質問といたします。 

  まず１点目、市民の安全・安心を考えた長期的
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な対策を検討する放射能対策本部を設置したと発

表がありましたが、対策について、いつごろを目

途に公表、運用されるのか伺います。また、対策

本部の構成、上部組織はわかりましたが、下部組

織の体制はどのようになっていくのかも、あわせ

て伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） ２点ほどあるかと思い

ます。 

  まず、対策の公表等でございますが、一番最初

にやらなければならないことは、放射能、放射線

量の実態でございます。それの把握から入るとい

うことで、一部ではもう既に実態等が上がってい

るわけでございますが、まだ足りない部分がある

ので、その実態を見ながらそれに対応すべく、先

ほど市長答弁にありましたような風評被害あるい

は健康対策、除染等を行っていくという形になり

ます。 

  よって、今のところメッシュの全域にわたる調

査等についても、まだ形上は進んでおりませんの

で、それらの情報を収集していきたい。また、そ

の情報については市民と共有を図っていきたいと

いうふうに思っております。 

  今後も、その対策についてはタイムリーな形で

打ち出していくということになります。 

  それと、対策本部の構成でございます。上部に

ついては、ご案内のように市長が本部長というこ

とで、副本部長に松下副市長が当たっているわけ

でございまして、あとは関係部署の長、部長さん

たちで本部は構成されております。その下に幹事

会というのがございまして、企画部長を幹事会の

長としまして各幹事課、全課にわたります、幹事

課の課長さん方がその幹事会を構成していると。 

  その下にプロジェクトチーム、実際に計画等を

立案調整する会議でございますが、それらが38名

のメンバーでプラス事務局、企画情報課のほうの

職員が当たるわけでございます。その38名のいわ

ゆる部署部署での対応職員が、今後その放射線量

の調査結果に基づいて政策を打ち出し、なおかつ

その会議で調整したものを本部長あてに具申して

いくというような形をとっていくという構成にな

っています。 

  政策、時期的なものでございますが、これ等に

ついては、もう既にご存じのように、学校関係、

保育園関係等についてはなされている対策もあり

ます。また、経済対策として、観光あるいは商業

関係のほうでの対策等もとられているわけなんで

すが、随時、先ほど言いました結果に基づいて、

政策を立案するものですから、いつ幾日までに

何々をというスケジュールは、現在のところまだ

決まっていない状況にございます。ただ、早急に

学校あるいは保育園の除染対策等も効果が出てお

りますので、それらの内容も含めて今後どうする

かについて、早急に施策を立案していきたいとい

うふうに思っています。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 少し私の頭の中が整理さ

れてきました。本組織の後に幹事会、課長レベル

の組織がありまして、その下にさらに38名プラス

事務局、企画情報課が入るように今お話がありま

したが、プロジェクトチームをつくって、いろい

ろな体制づくりを、あるいは施策づくりをしてい

くと、こういうことでございますよね。早急にこ

れも対策をとって、さまざまな放射線対策につい

て対応を立案していきたいと、このような答弁だ

ったと思いますので、ぜひ早急にやはり対策をと

って、物事を一歩一歩前進させていってほしいな

と思います。 
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  なぜ、こういう質問をするかといいますと、や

はり放射線は皆さんもご存じのとおり、目に見え

ません。触っても触感もわかりません。あるいは

どこにどの程度の量があるのかもわかりません。

そういった中でございますので、今、企画部長の

お話の中にも１㎞メッシュで１点を多分はかって

いくように資料があったと思いますが、そういっ

たマップを早急に作成していただき、線量の高い

地域を、早急な対策がとれる基本的な対策を考え

てもらいたいなと、このように思いまして、１点

目は終わります。 

  次に、この項の次の質問に入ります。 

  ２点目として、表土除去について。 

  ８月24日、情報誌によりますと、校庭の表土除

去をめぐる国の基準が１μSvということでござい

ましたが、それよりも厳しい市独自の基準を設定

するということですが、どのような基準を想定し

ているのか、また実際決定しているのか、それに

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） １μSv/hで、小学校あ

るいは保育園等の除去作業は既に終了しておりま

す。これらの効果を見てみますと、おおむね３分

の１程度の除染といいますか、効果が出ているよ

うでございます。よって、今後、測定が１未満で

あった当時、それらの施設についてどうするかと

いうのが早急な論議の的になろうかと思うんです

が、ただ市の独自のというのは、子どもたちが現

実的にどういう生活をしているか、いわゆる学校

にばかりおりません。なおかつ、学校でも校庭に

ばかりはおりません。そういった生活状況の時間、

当然通学あるいは一般家庭に戻った形等々も含め

ての総量といいますか、積算線量等をある意味で

科学的にはじき出して、それによってどう対応し

ていくかというのが今後の論議になろうかなとい

うふうに思うんですが、実際のところ、まだ８月

24日に本部をつくったばかりでありまして、そこ

のところまでは踏み込んだ論議が今のところされ

ていないというのが現状でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 除染効果は、線量が３分

の１ぐらいに下がったという効果が生まれている

というご報告だと思いますが、こういう状況がは

っきりわかってきているのであれば、さらなる除

染体制づくりを考えていったらよろしいのではな

いかと思いますが、まだこの基準については、現

在についてはっきりお示しにはなっていないと。

したがいまして、この市独自の基準を設定すると

いうことは、どの程度のことを想定しているのか、

どうしても私としてはお伺いしておきたいなとい

うふうに思うんですが、再度質問して、お答えい

ただけませんか。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 基準というのは、数字

的な基準ももちろんあるんですが、正直言いまし

て、いわゆる100未満の部分については、例えば

健康被害等の状況等がどうなっているかという部

分も含めて、まだ未知数なところが当然あります

ので、数字だけであらわすという形ではなかなか

市民の方のご理解も得られないんじゃないかなと

いうふうに思っております。 

  そういう形でありますから、健康被害調査ある

いはいわゆる除染、これは学校だけじゃなくて公

園施設とか、あるいは細かくいえば地域ごとの開

発による帰属公園とか、あるいは観光施設等々、

またアスファルトで舗装された道路の部分等々に

ついても、いろいろ細かい方法、実際の除染の方
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法、あるいは目標値の設定等をしなければならな

いということで、それらについては先ほど言いま

した38名というのは、そういった意味での公共的

な施設をあずかっている部署の人間が集まってお

りますので、その中で具体的に方法あるいは数値

的に設定できるものであれば、数値目標等も定め

てやっていくという方向で検討していきたいとい

うことであります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） そうすると、この８月24

日、私は情報誌を切り抜いて持って読んだりして

いるんですが、那須塩原放射能から子どもを守る

会、熊久保さんという方から、9,000名の署名を

添えて、市あるいは市議会のほうにも陳情が出て

いるわけでございますが、こういった中でも市長

は、独自の対策に取り組む考え方を記者団に説明

しておりますので、その辺はある程度明らかにし

ていただかないといけないのかなと思います。 

  ここで、市長にそのお考えを直接お聞きしたい

と思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいまの市民の要望とい

うことで、陳情を受けたときの話でございますけ

れども、ここで私ども要望される側のお子さんを

持つ親の考え方というのも十分理解をしていると

ころでございます。 

  放射線量が高いとか低いとかという話は当然あ

るわけでございますけれども、基本的には、あの

方々から言えば、低ければ低いほうがよいという

方での話で、事故が起きる前の状況が最も望まし

いということになるんだろうと私も認識をするわ

けでございます。しかし、現状の中では、当然事

故があって放射線量が高い、特にこの地域はホッ

トスポットがあって高い場所もあるという中から

市の対策を考えていかなければならないだろうと

いうふうに判断をしたところでもございます。 

  そういう中で先ほど申し上げましたように、国

が申し上げておりますように、国が、文科省です

か、そちらのほうで１日の放射線量１mSv/hで、

福島県を学校の除染の対象にするというような話

になってきましたので、当然私のほうとしては、

それを基準に那須塩原市も実施をしたところでご

ざいます。 

  その結果が、先ほど申し上げましたように、１

mSvを超えておるところを実施した中で、大方平

均で申し上げますと、0.26ぐらいの数字が示され

ておるというふうに伺っておるところでございま

す。 

  当然そういうことになりますと、限りなく１㎜

に近い方々も、ぜひ除染をというのは当たり前の

話になってくるんだろうというふうに思いますし、

そういう中から科学的な判断をするという企画の

考え方は当然あるんだろうと、そういう中で明解

にしていきたいという部分もあるんだろうという

ふうに思いますけれども、私といたしましては、

学校等についてはそういう形で除染が進んできた

という経過がございます。 

  先ほどお話が出ましたように0.26あたりが平均

的な数字、0.3を下回るというような状況だとい

うことになりますと、当然その状況にしてもらい

たいというのが、それを超えておる方々の考えな

んだろうというふうには推察をしております。そ

ういうものが可能かどうか、これから検討してい

きたいということでおりますので、当然設置をし

た本部、特に先ほど申し上げましたように、下部

組織の中でそういうものを検討していくという中

での話題としては取り上げていただきたいなと私

自身は思っております。それらの検討の中で十分
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協議されるものというふうに思っておりますので、

ご理解をいただきたいなと思います。 

 「１μSv」を「１mSv」と申しました。訂正願い

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 今、市長のほうから訂正

があって、「１mSv」を「１μSv」と。私もそう

かなとは思っておりましたので、質問はいたしま

せん。それで理解をいたします。 

  結果的には、0.3を下回る0.26ぐらいが市民と

してはある程度考えがあるのか、１㎞メッシュで

300カ所について、那須塩原市の放射線量を調査

するわけでございますから、その結果、そのよう

な結果が出た内容の中と、この0.3を下回る程度

の市民の意向も含めて、下部組織のほうで検討し

てくれると、こういうことでよろしいんでしょう

か。 

○議長（君島一郎君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 学校を例に例えて申し上げ

ましたけれども、学校という環境の中でのお話を

しております。それが市全体、どこでもそういう

基準でやるのかということになりますと、とても

そういう状況には、私はないというふうに思って

おりますので、ほかの部分については調査の結果

が出た中で、当然対策本部の中で、会議の中で、

この状況等を踏まえて数字を設定していくという

ふうに思っております。 

  先ほど申し上げましたのは、学校を対象として

実施をした結果からそういう数字が出てきたとい

うことでございまして、0.3以下の状況が除染し

た結果から生まれておるということでございまし

て、そういうことで学校についてはそういう状況、

ほかの学校も保てる状況が望ましいのかなという

ことで会議に諮っていただきたいと思っておりま

す。そういうことで考えてございますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 市長のおっしゃる内容に

ついてはわかりました。 

  ただ、この放射能の一元的な対処をするため、

那須塩原市は対策本部を設置して、独自の基準を

定めた除染に傾注ということで翌日の８月25日、

やはり情報誌に発表になっておりますが、ここに

は今後検討する基準値以上となった道路、通学路

を含む、または公園、道の駅など各公共施設の除

染に段階的に取り組む構えだと、このように発表

になっている関係上、この表土除去の工事につい

ても、小中学校、保育園などで、放射線量が著し

く低減したということで報告されております。 

  ただいまの市長の基準が、今後どの程度の基準

に早急に決定されるのか、未定ではございますが、

いずれにしても早い時期に決定されて、１㎞メッ

シュの300カ所の放射線量を基準にすることと、

市民の0.3以下ぐらいの学校の環境の中の放射線

量について、あわせて、またさまざまな研究、検

討の中で決定していくということでございますの

で、早急にお答えを出していっていただければあ

りがたいな、対応もできるのかなと思います。 

  また、その中には線量の高い学校周辺だと、学

校の側溝なんかもありますし、それから校舎の屋

根から線量が落ちてくる雨どい、こういったもの

は、以前、早乙女議員のほうからも、非常に線量

が高いということで一般質問の中からも質問され

ておりますが、こういったいわゆる線量の特別高

い部分に対して、やはり除染対策を早急にとる考

えをお持ちかどうか。 

  また、早急に今までの小中学校あるいは保育園、

幼稚園、これにあわせて側溝あるいは雨どいの部
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分も除染対策として進めていただけないか、再度

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 学校等の側溝あるいは

雨どい受けというんですか、そういったところ、

特に放射線量が高いところということでございま

すが、これは７月５日の下野新聞でしたか、相馬

市ですとか南相馬市で、そういったところの地上

１ｍでの空間放射線量を測定したときに、雨どい

とか側溝等をやったところ、５倍から10倍高いと。

地上１ｍに比べると５倍から10倍高いと言われて

おりますので、現実に那須塩原市のほうの小中学

校のほうも今はかっているところですが、５倍か

ら10倍まで行かないまでも、かなり高い線量が出

ておりますので、側溝あるいは雨どい受け等につ

きましては、清掃する予定で今調査をしている段

階でございます。 

  これは、８月11日に臨時校長会を開催いたしま

して、その中で各学校の校長先生のほうにもご説

明をさせて、調査をするというようなことで、今、

それを実施に向けての調査をしているというよう

なところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 何か少し先に進んできた

ような気がいたします。小さい子どもを持つ、特

に児童と言われる保育園、それから幼稚園、また

幼稚園にも保育園にも上がっていない幼児、それ

から小中学校、高校生ぐらいまで入ってくるでし

ょうか、若い方については放射線の量の影響が、

ある程度、甲状腺あるいは脊髄とかいろいろな部

分に影響がないことはないと、こういうふうなこ

とで具体的にどうだというふうなことは私もわか

りませんが、ある程度、受けなければ、浴びなけ

れば浴びないほうがいいと、こういうふうなこと

はだれもわかっていると思います。 

  したがいまして、ぜひこういったことに対しま

して、できる限りできる範囲で、市のほうでも除

染対策に努めていただきたいなと思っております。

今後そういったことを前進していただくように強

い期待を持ちまして、この３点目の質問は終わり

にし、次に４点目に入りたいと思います。 

  今お話ししましたように、除染対策は市がすべ

て行うのは困難だと思いますので、市と市民が話

し合いながら対応策を検討する機会を設定するこ

とも大事じゃないかなと思います。その辺の検討

をする対応があるのかどうか。具体的にあれば伺

いたいと思います。 

  また、国の除染対策、ガイドライン、これはや

はり新聞報道で８月26日に出ておるわけでござい

ます。市町村に対するガイドライン、除染に対す

るガイドラインだと思います。この中にも市民個

人の除染に対するガイドラインの中身はあるのか

どうか、あわせてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 第１点目の市民との会

話の部分でございますが、今後職員も含めて、市

民の方に放射能とは何ぞやという部分で、お互い

に理解していかなければならないところはあるか

と思います。そういった意味で講演会等を開きな

がら、なおかつ専門員といいますか、市として専

門員の方にアドバイザー的な立場で、そういった

方も招聘しながら作業を進めていきたいというふ

うに思います。 

  ガイドライン等については、詳細を現在分析中

でございます。ただ、特別措置法、いわゆる除染

対策に対する特別措置法ができておりまして、そ

ちらのほうの、いわゆる廃棄物としての分類及び
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その方法等々について、既に法的な部分でもでき

ておりますので、その辺について今後、対策本部

のほうでも勉強していきたいというふうに思って

おります。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時０８分 

 

○議長（君島一郎君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） どのように説明したらい

いのか、答えと質問とちょっとかみ合っていない

ような感じなんですが、部長のほうからは、国の

ほうから市町村に対する除染のガイドラインはわ

からないと、こういうふうなお答えだったようで

すが、これは８月26日の情報誌で、「学校、公園

の除染優先、政府のガイドライン素案、効果がな

ければ施設も撤去」という見出しで、細かく対応

が概要として載っているわけでございます。だか

ら、知らないということはないんじゃないのかな

と思いますが、何かの勘違いで別なことでご答弁

されたのかと思っていますが、政府の26日に新聞

紙上に出たガイドラインですか、これを各関係自

治体にまだ出てきていないのか、再度お伺いをい

たします。 

  また、それにはいわゆる特に家屋とかには、学

校・公園・道路、生活圏の除染の優先度が高いと、

こういうことで、やはり先ほどの教育部局の答弁

の側溝とか雨どい受けとか、こういったものに対

してやはり全戸やると言ったんでしょうか、それ

とも一部分だったのか、その辺はちょっとはっき

り受けとめていないので、後でお答えいただきた

いんですが、まず企画部長には、ガイドラインを

知らなかったのかどうか、もう１回お伺いします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） ガイドラインについて

は私の勘違いでして、特別措置法のほうの関係と

間違っていましたので、関係ガイドラインについ

ては、私、手元にあって処置しております。ただ、

その内容については生活環境部長のほうに。 

○議長（君島一郎君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） ただいまのガイド

ラインですが、経過をお話しいたしますと、先ほ

ど来、特別措置法という言葉が出てきております

が、正式の名称では、「平成23年３月11日に発生

した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により、放出された放射性物質による環境の

汚染への対処に関する特別措置法」ということで、

実は、８月26日時点では法案ということでありま

した。 

  これにつきましては８月30日に公布されたとい

うものでありまして、この公布はされましたが、

８月26日に原子力災害対策本部が示した、除染に

関する緊急実施基本方針というのが示されました。

その中で、ただいま申し上げた特別措置法案が国

会で審議されていると。でありますが、これが通

っても、即内容的には、環境大臣が汚染に関する

基本方針の策定あるいは除染等の措置に関する基

準の設定というものが大きなものでありますけれ

ども、すぐには示されないだろうということで、

８月26日に原子力災害対策本部が示したと。その

基本方針の中で、同じく同日付で原子力災害対策

本部で先ほど言いました市町村による除染実施ガ

イドラインというのが示されました。 
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  その中で除染計画の作成ということで、まずは

目標の設定をすると。２つ目は、区域及び対象ご

との優先順位をつけると。３つ目は、汚染状況の

詳細な確認。４つ目が、ご質問にありました除染

対象ごとの方針及び方法の決定。この中でいわゆ

る除染対象として検討すべき主な箇所としては、

生活圏あるいは森林、農地、河川というふうなこ

とになっていますが、その生活圏の中で一般家庭、

それがここに入ってくるのかなというふうに思い

ます。５つ目が実施主体の検討、６つ目、最後が、

仮置き場の確保というようなことで示されてはお

ります。具体的に今後というものにつきましては、

先ほど企画部長が申したとおり、対策本部会議の

中で検討していくということになります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 教育部長。 

○教育部長（平山照夫君） 学校の側溝、雨どい受

け等の清掃といいますか除染の関係でございます

が、私のほうでちょっと言葉が少なくて申しわけ

なかったんですが、表土除去を11校行いましたが、

その学校も含めまして、全35校の小中学校の側溝、

雨どい受け等の清掃を実施するということで、今

調査を進めているということでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 私も新聞紙上で見たもの

ですから、とりあえず確認だけはしておかなけれ

ばいけないなと思って、きょうのこの質問の中に

部分的に入れたわけでございます。このガイドラ

インが出ておりまして、さらに市のいわゆる除染

対策、この放射能対策本部で、さまざまな対応、

対策を練って進めていくわけでございますが、こ

の国から示されたガイドラインよりも、那須塩原

市は独自の基準によって、いわゆる除染対策をし

ていくんだと、こういうふうな受けとめ方をした

ものですから、確認をさせていただいたわけでご

ざいます。 

  結果として、そのような考え方の中でよろしい

んだろうと思いますが、その辺のことでいいのか、

あるいは私の考えていることが違っているのか、

一度関係部長に聞きたいなと思います。 

  また、それとあわせて、いわゆる測定器の貸し

出しを市民にするわけでございますが、その受け

付けを９月１日から行いまして、15日以降貸し出

しをする、そのような内容だったかと思いますが、

これに対しての反応が、こちらの本庁関係では二

百数十名、西那須野支所でも二百数十、塩原では

50前後ぐらいの数字が報告されていたように思い

ますが、測定器を貸してご自宅へ持っていって、

ご自宅の周辺をはかったり、お父さんお母さんが

すると思いますが、その結果、先ほどの学校周辺

の側溝あるいは雨どい受けが非常に数値的に高い、

こういうふうなことは、各家庭の中でも、以前の

やはり早乙女議員の一般質問の中でも述べられて

おりましたが、高いのかなと思っております。 

  したがいまして、当然高い数値を見ると、安

心・安全のために何とかこれを撤去したいと、あ

るいは何か線量を下げる方法はないのか、こうい

った質問あるいは要望を市のほうに向けてくるこ

とは十分想定されると思います。 

  したがって、この測定器貸し出しの際にパンフ

レットを添付して、どのような内容をお示しする

のか、その辺をもう少し具体的に詳細にお伺いを

したいと思います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） それでは、測定器

の貸し出しに当たって、市民から測定はして、そ

の後の不安ということに対する考え方であります

が、本日９月５日号で広報なすしおばらに、実は
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１カ月前に、西那須野地区なんですが、一般家庭

において除染実験を行いました。その記事がきょ

う配付の広報に載っております。当然はかって、

その後、先ほど来お話が出ているとおり、高いと

ころ、いわゆるホットスポットと申しますか、そ

ういうところに対しての不安というのが当然出て

くると思います。 

  今回実験をやりましたのは、屋内にあっては、

まず、ほうきでの掃き掃除あるいはぞうきんでの

ふき掃除、サッシのレールのふき掃除、ガラス戸、

網戸のふき掃除等を行いました。屋外にあっては、

庭木の剪定あるいは芝生の刈り取り、芝の表土の

除去、そのほか雨どい周辺の清掃、犬走りの清掃

等でありますが、これらについて実験の結果、参

考までにこういう状況でしたというような情報、

それは伝達をしていきたいということで、今回広

報に掲載させていただきました。 

  これらを参考にいたしまして、まずははかって、

こういうところはまさに高いんだと、それに対し

てどう対処するかというものにつきましては、先

ほど市長が答弁しましたとおり、私有地に関して

は、やはり個人で行っていただくという考えにな

りますけれども、いずれにいたしましても、そう

いった情報を提供していきたいということは大切

なことだと思っておりますので、それらについて

貸し出しの際にも、それら除染の例のお話あるい

はこんなことをしたらいいのかなというふうな、

そのレベルのお話になりますけれども、そういっ

たものも伝えて貸し出しをしたいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎君） 企画部長。 

○企画部長（室井忠雄君） 全体的な除染の基準と

いうことでございますが、総合的に現時点では放

射線量の実態がわかっておりません。先行した学

校関係、保育所関係は、処置はしているところで

すが、その実態を把握の上、今後、先ほど市長か

ら答弁ありましたとおり、その施設ごとといいま

すか地域ごとといいますか、個別の基準を設定し

ていって、それで対応していきたいというふうに

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ただいま両部長のほうか

らご答弁をいただいたわけでございますが、まず

生活環境部長のほうからご答弁いただきましたこ

とによりますと、ここできょう伝達すると。この

中には、個別の作業の対応の仕方、こういったこ

とも含めて多分載っているのかなというふうに想

定いたします。 

  また、この除染対策の情報についてお借りに来

たときに、パンフレットを含めて情報も提供して

いきたいと。少しは市民の心配面を解消して、で

きるだけ除染に速やかに取り組めるようにしてい

きたいと、そういうことかなというふうに思って

おります。 

  ただ一つ、行政にお願いしたいとか、市民です

ので、多分そういうふうな表現の言葉が出てくる

可能性はなくないと思います。市のほうで何とか

してもらえないかとか、あるいは場合によっては

自分は高齢だからできないとか、あるいは人手が

ないからうちではできないと、そういった場合に、

どこかそういう除染の専門の業者、処理する事業

所、こういったものの紹介とか、こういったこと

も出てくるのかなというふうに想定されると思い

ます。 

  したがいまして、その辺のことについては検討

の中に入っているのか、速やかな対応ができるの

か、それをお伺いします。 

  それと、市独自の基準にしていて企画部長のほ

うから話がありましたが、結果、今のところ300
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カ所の、あるいはいろいろな学校、あるいは施設

の確実ないわゆる線量に対する調査ができ上がっ

てきていないと、こういうふうな状況なので、そ

ういうものをすべて早急に吸い上げて、地域ある

いは施設ごとになるかもしれないが、独自の基準

を決めていきたいと、こういうことでございます

ので、ぜひ早急に実施をして、早急に決定をして

いっていただきたいなと、このように思います。 

  先ほどの生活環境部長のほうのことについて、

とりあえずお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） 測定をした結果、

その除染対策と申しますか作業、それを行政でや

ってほしいといったときの対応とのご質問だと思

いますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、

基本的には各所有者において実施をしていただく

ということが、基本的な考え方でございます。 

  したがいまして、高齢者等については、その中

でどう対応するかというものは今後の中で検討に

なるかもしれませんが、基本的には先ほど申し上

げたように、個人でやっていただくということで

ございます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 今のお答えだと、土地の

所有者、家屋の所有者あるいは庭の木、芝、そう

いったすべてのものの所有者が、自分のところの

除染については自己責任でやってほしいと、これ

が基本ですと。基本は私もよくわかります。ただ、

しかし、その中に先ほど言いましたように、自分

でできないような高齢者とか、あるいは特にひと

り暮らしとか、あるいはそれ以外にも母子家庭な

どでなかなか力もない、あるいは対応するのが難

しいとか、そういった部分については何か特別な

考え方、対応できるような、そういったことも少

し検討の課題の中へ強く入れていっていただきた

いなと思っております。 

  それから、もう一つ、この件に関しましては、

作業の仕方等、貸し出しの際に説明し、情報を提

供していくということでございますが、結果的に

ある程度広大な土地を持っているとか、あるいは

建物が大きいとか、あるいは企業で事業所の施設

自体、建物自体も非常に広範囲に建ててあると。

そういった部分に関しますと、なかなか個人でで

きない部分もあるのではないかなとも思います。 

  また、このガイドラインをちらっと見た範囲で

は、いわゆるある程度大がかりになった場合には、

専門の事業者の除染対策とかというふうな何か項

目があったような気がいたしましたが、そういっ

たことで那須塩原市内には、除染に関する専門的

な事業所とかそういったものを依頼された場合に

はあるのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） 除染作業を行う業

者がいるかというようなご質問だと思うんですが、

現時点ではまだ把握はしておりませんが、作業の

内容といたしましては、そんなに専門的な特殊な

技術というのは、業者にしてみれば、それほどレ

ベルの高い作業ではないかというふうに思います。

そういうことでは、そういった作業に類似した業

種の方がおると思いますので、今後の中でそうい

ったものも調べていきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） それでは、ほとんどのこ

とを質問として聞きましたので、この除染等につ

きましては、今後も市民の安全・安心を第一に考

えた取り組み、対策をお願いいたしまして、この

項を終わりにしたいと思います。 
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  続きまして、３項目め、本市の空き地、空き家

対策について。 

○議長（君島一郎君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） ただいま放射線の項につい

て終わるということでございますので、私のほう

から一言だけお願いをしておきたいなというふう

に思っていることがございます。 

  と申し上げますのは、先ほど国のガイドライン

等が示されております。優先順位をつけて除染を

やるというふうな話が示されております。しかし、

除染をやっていく中で、今一番私は問題になって

くるものは、やった後のこれをどう処置していく

のかという問題が出てくるわけでございます。当

然これまでの国の示し方ですと、やったところで

そのままそのところに仮置きしなさいというのが

条件というか、そういうことでやってくださいと

いうことでございました。 

  これから、先ほど話が出ましたように道路ある

いは側溝等をやった場合、そのものをどこに置く

か、これを市民の皆さんにも理解をもらわなくて

はならない。多分ここに置きますよと言うと、い

や、それはちょっと危険だから、うちのほうじゃ

なくてどこか持っていってもらえればという話が

往々にして出てくるのかなというふうに今推測を

しております。 

  そういうことになりますと、除染はやる、しか

し置き場がないということになると、結果的には

やれないという結果が生まれてくるのではないか

ということになります。 

  そういうことで、市民の除染に対する考え方、

さらには、仮置きに対する考え方も周知徹底をし

ながら進めていかなければならないということで

ありますので、議員の皆さんもご理解をいただき

たいと思いますし、私どもとしても、市民にそれ

らを話をしながら、除染に当たっても検討してい

かなければならない。当然捨て場がないものにつ

いては、やりようがないと、今度はなってきてし

まいますので、そういう考え方でおります。 

  特に先ほど民間の人がやって、やる方法は教え

ました、先ほど。私はその処置の仕方もきちっと

教えてあげないと、仮に、いや、ちょっとこれく

らいだから、どっか持っていって捨ててきてしま

ったなんて話になりますと、大変な問題になって

くるというふうに思っておりますので、環境対策

課のほうにもぜひそういうことで、計測器を貸す

場合にも先ほど言った、やり方も教えますけれど

も、最終的な処分の方法についても、市民の理解

をもらうような対応を図っていくということでお

願いをしていきたいというふうに思っています。 

  そういうことで皆さんにもひとつご理解をいた

だきたいというふうに思っています。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎君） 失礼しました。 

  それでは、17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） それでは、３項目めに入

ります。 

  本市の空き地、空き家対策について。 

  市政懇談会で空き地・空き家の問題が出ていま

したが、市としての考えをお伺いいたします。 

  １点目は、建築基準法における措置があると思

うが、どの辺までの処置が可能なのかお伺いいた

します。 

  また、２点目で、火災予防条例等を制定し規制

を行っている市もあると思うが、市の考え方をお

伺いいたします。 

  また、制定したときに、火災予防上の規制はど

のようなものになるのかお伺いいたします。 

  ３点目、景観条例で規制をすることも想定され

るが、考えをお伺いいたします。 

  ４点目、本市においても空き地・空き家対策は
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今後の課題となると思いますが、総合計画後期計

画策定に向けて、対策等を盛り込む考えはあるか

どうかを伺います。 

  以上、３項目めの質問といたします。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） ３点目の本市の空き地・空

き家対策についてお答えをいたします。 

  この件につきましては、今の説明の中で、市政

懇談会の中でのお話ということで理解をして、そ

の中で出た話を前提として進みたいというふうに

思っております。 

  市政懇談会において、空き地・空き家問題とい

うことで、所有者が不明または死亡等により、長

期間放置されている土地・建物について、住環境

の悪化、防火・防犯上などの問題につながり、ま

た将来にわたり安心・安全なまちづくりの支障に

なる。個人の財産であることから対処は難しいと

思うが、国・地方公共団体でも処分ができるよう

な法整備について検討されたいという要望がござ

いました。 

  このご要望に対しまして、市や消防署に対して

空き地・空き家の苦情等があった場合は、現地調

査を行い、必要に応じ所有者などへ文書による指

導・改善等の通知をしておるところです。 

  しかし、空き地・空き家につきましては個人が

管理すべきもので、市が個人の財産を管理するこ

とや、取り壊しをすることはできない旨回答いた

しております。 

  ご質問は、市の空き地・空き家対策について、

①建築基準法上における措置、②火災予防条例の

制定及び規制、③の景観条例による規制、④の総

合計画後期計画に盛り込む対策等の４つですので、

法令等の整備状況と運用上の問題点、対策につい

て順次お答えをいたします。 

  初めに、①の建築基準法による措置ですが、建

築基準法の規定は、特定行政庁は、建築物の敷地、

構造または建築設備が著しく保安上危険であり、

または衛生上有害であると認める場合においては、

所有者に対して相当の猶予期限を付して、除却等

を命ずることができるものとされております。 

  しかし、これらの行政処分は、憲法の財産権を

制限することになり、厳密な判断が求められるこ

とから、空き家への適用については困難であると

考えております。 

  次に、②の火災予防条例の制定及び規制であり

ますが、火災予防条例につきましては、黒磯那須

消防組合及び大田原広域消防組合において、既に

条例化をしており、両組合においてその運用を行

っております。 

  火災予防条例は、消防法の規定を受け、火を使

用する設備の管理の基準等を定めておるもので、

その中に空き地及び空き家の管理に関する規定が

あります。内容は、空き地、空き家の所有者に、

枯れ草等の除去、空き家への侵入防止などの火災

予防上必要な措置を講ずる義務を課しております。 

  しかし、義務違反に対する罰則規定はなく、所

有者の自主的な対応にゆだねられておる状況であ

りまして、強制的な対応は困難であります。 

  次に、③の景観条例による規制でありますが、

景観条例は、景観法に基づき良好な景観の保全と

形成に関する基本的な事項を定めたもので、大規

模な建築物を建築する場合の届け出などを規定し

ており、建築等の行為が景観計画に適合するよう

助言や指導を行っております。 

  このように景観条例は、大規模な建物の建築等

について、周辺の景観と調和するよう誘導するも

のであり、空き地・空き家に関する規制について

は規定しておりません。 

  最後に、④の総合計画後期計画に盛り込む対策
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等でありますが、総合計画後期基本計画での空き

地・空き家の対策につきましては、基本政策の

「快適で潤いのあるまちづくり」の中で対応して

まいりますが、具体的には、県内市町においても

これらに関する条例が制定されておりますので、

先進事例を参考にしながら検討していきたいと考

えております。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） 丁寧なご答弁ありがとう

ございました。 

  ここに関しましても、それぞれ関連性がありま

すので、一括質問といたします。 

  まず、部長にお伺いいたしますが、建築基準法

第10条の保安上危険な建築物、衛生上有害な建物

とはどのようなものなのかお伺いをいたします。 

  ご答弁の中にあったと思います。また、景観条

例についても、空き地・空き家に関する規制がな

い、このようなご答弁があったようですが、実際

に条例を制定して規制を行っている市町村もある

と思います。規制に向けた検討がなされたのかど

うか、お伺いいたします。 

  また、検討した場合には、どこの条例で検討し

たのか、また所見についてもあわせてお伺いしま

す。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 淳君） それでは、４点ほどご

質問があったかと思いますが、順次お答えをした

いと思います。 

  まず答弁の中で、保安上危険であるということ

につきましては、耐震性等々の問題によりまして、

外壁落下の危険性というようなことが客観的に考

えられるという内容に解釈をされております。 

  また、衛生上有害と申しますのは、これといっ

た例示はございませんけれども、私どもの判断か

らいたすところでは、使用者側の立場に立つ考え

でございますけれども、アスベストあるいはシッ

クハウス等々によりまして、肺がん、肺気腫、ア

レルギーといった、そういった症状があらわれる

というようなことが想定されるというふうに考え

ております。 

  それから、景観上の関係からのご質問だったと

思いますけれども、これといった規制といいます

か、それに関して検討はしたかというふうなご質

問だったと思いますけれども、景観条例につきま

しては、先ほど市長からご答弁申し上げましたと

おり、大規模な建物等々の建築行為に対して、建

築条例に適用しているかどうかというふうな観点

から誘導していくものでございますので、既存住

宅、俗に言う小規模な住宅等につきましては、規

制をされておりませんことから、これといった検

討はしておりません。 

  それから、そういった条例に基づきまして、先

進地等々につきまして検討といいますか、条例に

織り込むようなことも踏まえて考えたかというふ

うなご質問だったかと思いますけれども、これに

つきましては、それぞれ先進地の事例が幾つかご

ざいます。しかしながら、大部分が、所在が明ら

かな事例・ケースに基づいて条例等々を制定して

おります。このような関係から、今般、市政懇談

会でご意見いただいたものについては、所在が不

明 あるいは所有者が死亡等によって、所有者と

いいますか管理者といいますか、そういったもの

が不明であるといったものについての想定されて

いるものについては、先進地でもそういった規定

が余りないというふうに聞いております。 

  以上の３点だったと思いますけれども、何か漏

れましたら再答弁したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
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○議長（君島一郎君） 17番、植木弘行君。 

○１７番（植木弘行君） ご答弁をいただきました

が、時間がなくなってきましたので、この１点目

については再質問をいたしません。景観条例等に

ついては、ニセコ町など廃屋に対してのあれは、

何ていうんですか、草木とか枝とか資材とかいろ

いろなものに対する、ちょっと条例等があるよう

でございます。 

  それでは、できればなんですが、もう１点、総

合計画の快適で潤いのあるまちづくりの中で対応

するという答弁ですが、前期計画にも入っていた

んじゃないかなと思っております。その中での検

討はされたのかどうか。今回、先進事例の検討が

出てきましたが、どのようなことを検討されたの

かも伺います。 

○議長（君島一郎君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松本睦男君） 総合計画の現在の

前期計画の中でも、快適で潤いのあるまちづくり

ということでありますけれども、ご質問のとおり、

基本施策については、後期計画もそのままでいく

ということでありますけれども、それの快適で潤

いのあるまちづくりの中の基本施策で、安全に暮

らせる地域づくりというところに位置づけてあり

ます。 

  前期の中でどういう検討をしたのかということ

でありますが、先般の昨年12月だったですか、鈴

木紀議員からもご質問いただきまして、先進事例

を参考にしながら検討していくということで答弁

をさせていただきました。 

  ということで、先ほど市長答弁いたしましたと

おり、後期の早い中で条例等について検討し、適

正管理ができるような、そういったものをつくっ

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎君） 以上で清流会の会派代表質

問は終了いたしました。 

  以上で会派代表質問、通告者の質問は全部終了

いたしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎君） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時４９分 




